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農業委員会事務局長 松 本 道 博君 病院事業管理者 中 曽 森 政君

病院事務部長 福 家 寿 樹君

午前９時００分開議

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。昨日は、近藤議員の一般質問の途中に、

会議システムの故障によりまして会議が中断をいたしました。御迷惑をおかけして申し

訳ございませんでした。

ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令和３年第８回日南町議

会定例会を再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

タブレットの一般質問答弁要旨ファイルをお開きください。１０ページから１１ペー

ジ。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 日本共産党の岡本健三です。１２月定例会の一般質問を

始めます。

さて、新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株がこの日本へも迫っていま

す。南アフリカなどで瞬く間に広がり、おとといには日本で３例目、日本人初の感染者

が見つかりました。２年間に及ぶ新型コロナ禍ですが、まだまだ全く気を抜けません。

こんな中、政府・与党は依然として迷走を続け、子供への１０万円給付の半額を９０

０億円もの事務費用を使ってクーポン券で配ろうとしています。今こそ地方自治体には、

政府の迷走から住民の命と暮らしを守る防波堤としての役割が一層求められています。

国の補正予算で交付される地方創生臨時交付金の使い方と併せ、町の施策に大きな期待

を寄せたいと思います。

それでは、質問に移ります。今回、私は新年度予算の策定も見据え、加齢性難聴者の

補聴器導入への補助制度について、日野郡の医療連携について、給食費への補助の拡充

について、国民健康保険税について、ごみ処理施設用地の候補地選定について、この５

つをお聞きします。

まず、加齢性難聴者の補聴器導入への補助制度についてです。御存じのとおり、補聴

器は大変高価な器具です。日本補聴器工業会の調査によると、補聴器の平均価格は片耳

で１５万円、両耳に装用すれば２０万円から３０万円が必要です。しかし、日本は欧米

諸国に比べ、補聴器への補助制度が大変貧弱な国で、加齢性難聴者の補聴器に対する国

の補助がありません。近年、この制度の不備を補う取組が地方自治体で進んでおり、今
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年７月時点で、全国で３５の市区町村が補聴器への補助を実施しています。鳥取県内で

は、御存じのとおり、湯梨浜町が先頭を切り、今年８月から補助制度を始めています。

日南町では、昨年の３月定例会の一般質問で久代安敏議員が取り上げ、中村町長が住

民の方の実態や要望を調査すると答弁されました。その後、そういった調査をされたの

か、また、その結果はどうだったかをお聞きします。あわせて、町長は県や国へ要望で

きればよいともおっしゃっていましたが、そういった要望をされたのか、県、国からの

回答はどうだったのかお聞きします。

次に、日野郡の医療連携についてです。このことについて、１０月１３日に日野病院

長の孝田雅彦先生が御講演され、幾つかの点を指摘されましたので、それに沿ってここ

では３点、お聞きします。

１つ目に、小児科医の確保についてです。日南病院での小児科医の確保は、第２期総

合戦略でも触れられている大きな課題です。現状、日南病院だけで小児科医を確保する

のが難しいようですが、日野郡の３つの医療機関で共同で雇用してはどうかというのが

孝田院長の提案でした。これについて、現状を踏まえ、どのような将来展望を描いてお

られるかお聞きします。

２つ目に、ＭＲＩなど、最新医療機器の共用についてです。昨日の病院事業管理者の

答弁にもありましたが、日南病院は線路沿いに建物があるため、強い磁力を発生するＭ

ＲＩの設置が難しいということでした。そのような状況であれば、なおさら日野病院に

ある検査機器を迅速かつ効果的に、検査機器が日南病院にあるのと変わりなく利用でき

ることが患者さんの利益にかなうことだと思います。最新医療機器の共用について、現

在の状況と将来的にどのようにするかお聞きします。

３つ目に、電子カルテの共有です。今申し上げた小児科医の共同雇用、最新医療機器

の効果的な共用、いずれを実現するにも、ドクターが郡内の医療機関のどこにいてもカ

ルテを自由に閲覧し記入できるというのが一つのポイントになると思います。実現へ向

けた現在の状況と将来的な展望についてお聞きします。

次に、給食費への補助の拡充についてお聞きします。現在、給食費へは１食当たり２

５円が町から補助されています。２０２０年４月に補助が始まってから約１年半、これ

までお聞きした限りでは、保護者の方からおおむね御好評を得ているとのことでしたが、

改めてこの補助制度に対する教育長の評価をまずお聞きします。

さて、この１食当たり２５円は、小学校では給食費の⒐３％、中学校では⒎８％の補

助に当たります。一方、県西部地域では、伯耆町、大山町が給食費の半額補助をしてお

り、保護者の方から大変好評を得ていると聞いています。さらに、大山町では町長が給

食費の全額補助を提案するなど、この施策が大きな注目を集めています。日南町でもぜ

ひ補助の割合を高め、保護者の方の経済的負担の軽減につなげていただきたいと考えま

すが、教育長の御見解はいかがでしょうか。

次に、これも子育て支援に関わることですが、国民健康保険税の子供の均等割の減免
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についてお聞きします。この件は、全国知事会が再三国へ要望しており、私も一般質問

などで何度も取り上げてきました。現状、生まれたばかりの乳児に税がかかるという、

大変ひどい制度が続いているわけですが、ようやく来年度から未就学児に対しては国、

県、町が合わせて均等割の５割を負担して、税負担を軽くすることが国の方針として決

まっています。まず、この来年度からの制度変更へ向けた準備の状況をお聞きします。

さらに、これまで均等割の減免のためには、システム変更に高額の費用が必要だとのお

話がありましたが、来年度の制度変更の際には、必ずシステムの変更があるはずです。

この際、国が示している減額にとどまらず、１８歳以下の子供の均等割を全額免除する

システムへと変更してはいかがでしょうか。町長の御見解をお聞きします。

最後に、西部地域で進められているごみ処理の広域化についてお聞きします。新たな

ごみ処理施設を建設するに当たり、その最終処分場の候補地を選定し、１２月までに用

地選定委員会へ報告することが各市町村に求められています。この候補地の選定の進捗

状況と、そして、もし既に候補地が決まっているのであれば、その場所とそこを選んだ

理由をお聞かせください。

以上で最初の質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 岡本健三議員の御質問にお答えします。

最初に、加齢性難聴者の補聴器導入への補助制度についてという御質問ですが、その

中のその後の調査、要望の実施状況と結果についてという御質問です。

加齢による難聴者の現状や補聴器使用の状況につきましては、国も含め関連施策がな

く、個々での対応となっていることや、それぞれの個人の程度や状況、嗜好が異なるこ

と、また、本人に自覚がないような潜在的な方もあり、実態の把握が難しい状況でござ

います。

令和２年度の日南病院の耳鼻咽喉科の新規の受診者ですけども、月平均ではあります

が⒍８人でありました。また、介護認定の調査や福祉保健課の窓口におきましても、相

談件数は皆無の状況でございます。現状として、障がい認定のない方が補聴器購入への

助成で相談されたケースはない状況でございます。

今後の方針として、難聴者の状況につきましては、令和６年度に日南町老人福祉計画

の策定に併せ、令和４年度に高齢者ニーズ調査を実施する予定でございますので、この

策定に併せましてアンケートの調査にその項目を盛り込むなど、その状況の把握に努め

ます。また、町独自の補助制度の創設につきましては、現時点におきましては考えては

おりません。

続きまして、日野郡の医療連携の現状と将来展望につきましては、この後、病院事業

管理者のほうから、また３番目の給食費への補助の拡充につきましては、教育長のほう

から答弁をいたします。
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続きまして、４番目の国民健康保険税について、その中の未就学児の均等割の５割軽

減の制度変更に対する準備の状況についてという御質問でございますが、制度改正に伴

うシステム改修は令和４年度の予算で４月から５月にかけて行う予定であります。令和

４年度からの国庫補助では７月から納付を開始し、２月までの８期で納めていただくこ

とになります。対象者に対する制度説明などは、全国的な制度でありますから、国や県

のアナウンスを見ながら、必要であれば別途行うことも検討していきたいというふうに

思います。

次に、子供の均等割を全額免除とする町独自の制度化についての御質問ですが、国保

制度に関連した法改正で、子供の均等割の減免は未就学児の均等割を一律に５割減免し、

国が２分の１、県が４分の１、市町村が４分の１負担するという内容でございます。所

得により、７割、５割、３割の軽減後の実際に支払う額を５割軽減する制度でございま

す。したがって、低所得者への軽減措置は継続しますので、現状でのさらなる支援は考

えておりません。１８歳までの全ての方に、特別医療制度により医療費の負担軽減を行

っている現状からも、今のところは所得制限なしに全ての１８歳以下の均等割を減免す

る考えはありませんが、全国の知事会、市長会、町村会はさらなる制度の拡充を求めて

おりますので、今後につきましては、国や県の動向を見ながら判断をしていきたいとい

うふうに思っております。

続きまして、５つ目のごみ処理施設用地の候補地の選定について、町内の最終処分場

の候補地選定の進捗状況についてでございますが、本定例会の会期中に行われます議会

の全員協議会におきまして報告の予定にしておりますが、候補地の選定作業は終えてお

ります。

次に、その候補地の場所と選定の理由という御質問ですが、候補地を抽出する条件と

しまして、必要な敷地は約⒊５ヘクタールという数字でございまして、生活用水の水源

に近接する地域や上流域は適さないこととされております。また、保安林などの国の許

可を要し、立地の自治体が難しい土地も対象外になります。そのほかにも町内で認知さ

れております鎌倉山南方断層や日南湖断層付近も立地に適さない場所となります。これ

らの条件を考慮しますと、西部広域行政管理組合に対し、候補地はなかったと報告する

予定としております。

以上、岡本健三議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、２番目の日野郡

の医療連携状況と将来展望につきましては病院事業管理者から、また、３番目の給食費

への補助の拡充という御質問につきましては、教育長のほうから答弁いたします。以上

です。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 岡本健三議員の御質問にお答えします。私のほうか

らは、日野郡の医療連携の現状と将来展望について答弁いたします。

まず最初に、小児医の確保についてですが、現在、日南病院における小児科の診療は
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毎週月曜日と木曜日の２回と毎月第３火曜日の午後に、小児循環器専門外来を鳥取大学

病院小児科医局より医師を派遣していただいております。また、インフルエンザ予防接

種時においても、１１月と１２月に、土曜日を２日間ずつ派遣していただいております。

かねて、常勤医の要望を出しておりますが、現在、充足には至っておりません。

次に、最新医療機器の共用についてですが、日野病院はＭＲＩと透析の設備があり、

日南病院からも必要に応じて利用しております。ＭＲＩ撮影は月に平均３人程度の依頼

をしておるところです。また、透析患者については、先日の孝田院長の話では、日南町

からの通院は７人との報告を聞いておるところです。

次に、電子カルテの共用についてですが、日南病院の電子カルテの業者と日野病院、

江尾診療所が使用している業者は、元来違う業者の電子カルテを使用しております。各

医療機関は、自院の電子カルテを院内のネットワーク環境を構築して職員が自身のＩＤ、

パスワードを入力して使用しています。今回、日野病院の孝田先生が発表された日野郡

医療連携の将来展望での一つの構想として、電子カルテの共有を提唱されました。日南、

日野、江尾の３機関の電子カルテをネットワークで結び、どの医療機関でも患者の同意

があればカルテを閲覧できるというものです。

日南病院としては、現状で共有のメリットに比べて、個人情報保護の観点やサイバー

攻撃などのリスクがあることから、慎重な判断の上で結論を出すべきと考えています。

以上、岡本健三議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 岡本健三議員の御質問にお答えいたします。私のほうからは、

給食費への補助の拡充について答弁いたします。

まず、米飯費の補助への評価は、という御質問ですが、町ではこれまで様々な子育て

支援を実施し、保護者の経済的負担の軽減を行ってきました。学校給食に関しましては、

本年度より１食当たり２５円、１人当たり年間約 ０００円の学校給食費を町で負担す

ることにより、食材費の高騰に対し、給食費の徴収額を据え置き、保護者の経済的負担

の軽減に取り組んでおります。今年度実施しました給食に関する保護者アンケートにお

きましても、学校給食費補助の取組にはほぼ全ての保護者から高い評価をいただいてお

ります。また、町内産、県内産の食材を使用することで地産地消を進めること、児童生

徒の成長に必要な栄養量を確保すること、安心安全かつおいしく温かみのある献立を供

給することなど、学校給食の果たす役割は大きく、子供たちが毎日楽しみにしてくれる

ような給食になることを期待しています。

そういう観点からも、今年度実施しています学校給食費の支援は継続して取り組んで

いきたいと考えております。

次に、給食費負担のさらなる軽減については、先ほども申し上げましたが、日南町で

は様々な子育て支援の取組を実施し、子育て世代の経済的負担の軽減に積極的に取り組

んでいます。学校給食費につきましても、今年度より一部を町で負担し、保護者の経済
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的負担の軽減に取り組んでおります。

このような取組を進める中、昨今、食材等の高騰が続いており、栄養価も考慮した安

心安全な給食の提供が厳しい状況になってきております。今後の学校給食費支援の拡充

による保護者負担の軽減につきましては、このような状況や社会情勢、他市町村の取組

を踏まえた上で、保護者の意見等も参考にしながら、引き続き検討をしていく必要があ

ると考えております。

以上、岡本健三議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） それでは、最初の補聴器への補助のことから順番に再質

問していきます。

まず、難聴者の現状について、国の調査がないということでしたけれども、町長もお

っしゃってた介護保険の認定調査、この中に聴力の項目があるんですけれども、この調

査結果を町は把握しておられないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほどもおっしゃいましたが、国の調査結果につきましては掌

握しておりませんけれども、ただ、町内に限ってということになりますと、そういった

相談はなかったというのが現状だというふうに、先ほど答弁させていただいた状況かな

というふうに判断しております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 補聴器の相談がなかったというのは分かりました。私が

お聞きしているのは聴力ですよね、聴力、つまりよく聞こえるか、単純に言うと聞こえ

ないかというような調査が、介護保険の調査認定、調査員の方がする調査の項目の中に

あるはずですけれども、その結果を町はまとめて把握したり、福祉保健課の担当になる

んですかね、されてないでしょうかという、そういうことをお聞きしてるんですけども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、どういいましょうか、先ほど申し上げましたけど

も、いわゆる介護認定に係る調査の関連の中で、といいましょうか、そういったところ

で相談件数はありませんでしたという話をさせていただいておりますので、細かい実態

的なところはちょっと原課でないと分かりませんけれども、相対的には町内ではそうい

う状況だということは報告をさせていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） この調査をまとめて、結果を把握するということはでき

ないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 統計的にはできないということではないにしても、やはり調査
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員の皆さんも多忙ではありますし、項目もたくさんあるっていう話でありますので、そ

ういった具体的なやっぱり相談的なところがどんどん上がってくるような状況でしたら、

その辺のイメージはつくんだろうというふうに思っておりますが、介護保険の調査にし

ましても、新規の方でありますとか、更新の方でありますとか、そういったところで件

数もたくさんありますので、そういった意味での中で、そういった事務的なところもさ

せていただいているというのが現状であります。その中で、改めて申し上げますけれど

も、そういった補聴器相談的なそういったところにつきましては、改めて調査数として

拾っている状況ではないというふうに思っておりますが、詳細につきましては原課のほ

うで、もし、そういうところがあるようでしたら報告をさせたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 補聴器の件でございますが、介護認定調査の中ではな

かなかこの補聴器の作製というところまでの相談に至ってないというのが現状でありま

す。議員おっしゃるように、そういった聞こえにくいというような相談といいますか、

現状把握としてはあろうかというふうに思いますが、実際のところ、補聴器を作製に至

るまでは、病院に受診をされて、実際にいろいろ検査をされてということになろうかと

いうふうに思います。

日南病院に限りますが、令和２年度につきましては、８名の方が補聴器のほう作製さ

れとるというような現状がございます。それから、あと、そういった相談のほうはされ

ましたが、４名の方は補聴器作製までには至ってないということで、昨年度の実績とし

ては、１２名の方がそういった相談を日南病院のほうにはされたという実績は把握して

おります。今年度につきましては、補聴器を作製された方が４名、相談をされましたが

作製に至ってない方が１名というようなことが本日までの現状でございます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。そしたら、やっぱり日南病院で、答弁と

の整合性がちょっとあれですけども、昨年は１２人が日南病院で少なくとも相談はされ

てて、今年は５名の方が相談されてるという、そういうことですよね。だから、ちゃん

と相談は病院であるという、必要性を感じてる方がある程度の数おられるということが

まず今確認できました。

それと、介護認定調査のほうのことについてなんですけれども、１つの例を申し上げ

ると、ほかの自治体なんですけれども、る知県に設楽町という町があります。人口 ５

００人、高齢化率が５０％を超える町で、そういう意味では日南町とよく似た、規模に

しても高齢化の状況にしても似た町なんですけれども、この町で昨年２月に補聴器の補

助制度を始めています。この町で介護認定の聴力の調査の結果をまとめたところ、対象

者が５５１人いて、その中で２３８人、およそ４割の方が普通の声がやっと聞こえるか、

またはこれよりも悪い状態だったということで、恐らく日南町でも似たような状況では

ないかと思うんですが、そういった意味で、補聴器を、先ほどもありましたけども、本
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人が自覚してない場合もあるっていうのも含めて、補聴器を必要としてるかどうかって

いう、本人の意思よりも、まず聞こえない人がどのぐらいいるのかっていうことをしっ

かりと把握するためにも、ぜひこの介護認定の調査の結果というものは、もうあるもの

ですから、それをまとめればいいということなので、事務的には多少、多少というか幾

らかお忙しい中大変かとは思いますけれども、ちょっとこれは補聴器の補助を検討する

意味でぜひまとめていただきたいと思います。

それで、同じような質問になるんですけれども、日南病院で先ほど相談があった方の

人数というのはお聞きしましたけども、実際に補聴器を使用する必要があるというふう

に医師の方が診断した数というのは、どうなんでしょうか、把握できないでしょうか、

ちょっとお聞きします。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 御指摘の部分に関しましては、それは把握のほうはし

ておりません。というのは、耳鼻咽喉科って、広い領域の中で、いわゆる耳が聞こえる

聞こえないだけの、いわゆる主訴で来られた方だけを拾うというのはちょっと今のとこ

ろ難しいというところでございまして、そこのところの把握は、申し訳ございません、

しておりません。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。なかなかちょっとそれは難しいのかもし

れませんけれども、実際に記録があるというものではないんでしょう、恐らく。それで、

ただ、補聴器を必要としている方は多いと思うですね。というのは、日本補聴器工業会

が行ったジャパントラック２０１８という調査があるんですけれども、ここで６５歳か

ら７４歳の方では１８％、７５歳以上では３９％が難聴を自覚しているっていうこと、

これは自覚ですから、もっと実際には聞こえない人っていうのはこれよりも多いと思う

んですけれども、それで、この一方で、補聴器を持っているというのはこのうちの１７

％にすぎないということが示されています。つまり、残り８割以上の方というのは聞こ

えづらいと感じてはいるんですけれども、何らかの理由で補聴器を持っていないという

ことです。理由は、耳の中の異物感とか、本人が必要性を感じていないとか、あるいは

高価で手が出ないとか、いろいろあるようなんですけれども。そもそも日本では補聴器

へのなじみが少なくて、使い方の理解が進んでないというのが大きな原因ではないかと

いうふうに思います。全ての年齢層を対象とした調査では、補聴器を必要としている人

のうち実際に使っている人の割合が、欧米では３割から５割、国によってですけれども、

３割から５割なのに対して、日本は１４％というふうに欧米の半分以下という調査結果

もあります。ですんで、実際には難聴の方というか、補聴器を必要としている方という

のは多いと思うんですが、病院で、なかなか先ほどの答弁だと難しいのかもしれません

けれども、難聴の方に補聴器の必要性を説明したり、使用を進めたりとかいう、そうい

ったことはされてないんでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、耳鼻咽喉科ですので、医療の分野っていう話です

ので、その必要性があるなら多分、どういいましょうか、患者さんというか、その方と

の相談につながってるんだろうというふうに思っとりますので、それが一般的な捉え方

ではないのかなというふうに思いますので、それぞれに様々な個人的なところの、個人

的言やおかしいですけども、人の症状についての捉え方についての、るる御説明いただ

きましたけれども、基本的には町とすれば、先ほど申し上げましたように、来年度にな

りますけど、高齢者の認知調査をしますので、その段階の中で項目として取り上げてい

きたいというふうに思っとりますので、そういった状況を、結果を把握した上の中で検

討していきたいというふうに思っとりますので、まずそういった町内の実態把握をさせ

ていただきたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 高齢者ニーズ調査ということで、これ、非常に重要だと

思います。ただ、一つ気になるのは、高齢者のニーズというのは高齢者御自身のニーズ

だけを調査しても駄目だと思うんです。やっぱり、周りの方が感じている高齢者の方に

こういうのがあったほうがいいなというのも調査したほうがいいと思うんですけれども、

これはそういった高齢者御本人だけでなく、周りの御家族や周りの方も含めてアンケー

ト調査するという、そういう調査だと考えればいいですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 原則的には御本人の感覚だろうというふうに思ってますし、場

合によっては、御家族がおられる場合で、耳が遠くなったなというような感じるケース

っていうところも、それは場合によっては生まれてくるというふうに思っとりますので、

そういうケースは当然含まれてくるんだろうなというふうには思っていますけれども。

まずはそういった実態を把握しながら、るる全体的な動きの御説明もいただきましたの

で、そういった環境があるんだなというふうは認識はしておりますけれども。その辺の

補助制度の在り方だとか、補聴器への取扱い、取扱いって言やちょっと語弊があります

けど、補聴器の個人の必要性の強弱というところもあったりするんだろうと思いますの

で、幾分かは当然費用がかかってくるって話も、というふうに思ってますので、そうい

ったところの全般的なところを把握しながら検討したいというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ぜひ、全般的な把握という意味ですね、御本人だけでな

く周りの方へも調査というのも広くしっかりと行って、要するに、本人は要らないよ、

わしゃ大丈夫だ、よく割と男性の年齢がそんなに高くない方におられるんですけど、わ

たしゃ聞こえるとかっていう、全然聞こえてないけど、そういう方も中にはおられます

ので、ぜひそれは御家族、御親族、周りの方も含めてしっかりとした調査をやっていた

だきたいと思います。
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それと、この補聴器の関連で、もう一つ忘れてはならないのが、難聴と認知症の関連

についてなんですけれども、この難聴と認知症の関連について、町長、あるいは病院事

業管理者でも構いませんので、この関連についてどのような認識を持たれてるかお聞き

します。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、認知症でもいろんな病理形態があるとい

うふうに思っていますので、一概には言えないというふうには思ってます。ですから、

どういいましょうか、声の聞き具合に対する捉え方にしてもそうですし、それが認知症

という病気が、病理のほうが加わったときにどうなのかっていうのは、それぞれの様々

なことだろうというふうに思ってますので、その辺はしっかりとした長いスパンの中で

検討する余地はあるっていうふうには、いわゆる判断をするのに少し深掘りをしないと

なかなか正しい判断はできないという状況にあるのかなというふうに思ってますので、

その辺は個別的な、どういいましょうか、調査の中で判断していくものだというふうに

は認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 今、町長、確かに長いスパンの中で検討する必要がある

とおっしゃいました。私もそうだと思いまして、世界にはちゃんとその長いスパンでや

ってくださっている方がおられるわけです。２０１５年のフランス、ボルドー大学のア

ミーバ教授という方が、２５年間対象者を追って、難聴者が補聴器を使わないと認知機

能が低下する。しかし、補聴器を装用するとそれが抑えられるというような検討をされ

てます。それから、２０１６年のイてリスでは ３８５人の方を対象にして、難聴が高

度なほど認知機能が低下、補聴器装用者の認知機能は保たれた。難聴者の社会的孤立が

認知機能低下と関連していてと、そういう研究をされてます。これはもう本当に一例で

す。僅かな例です。たくさんの研究結果があって、認知症の方が難聴であるというわけ

じゃないですよ。難聴だと認知症にかかりやすい、そっちですからね、順番はそっちの

順番ですけども。だから、認知症でもいろんな症例があるというのはもちろんそのとお

りなんですが、難聴だとそれを原因に認知症になりやすいというのが、研究のレベルで

はほぼもう認められていることですので、そういった意味合いも含めて、やっぱり認知

症になれば介護の費用、医療の費用というのも増大していきますので、それを防ぐとい

う意味でも、あるいはさっき言った周りの方のニーズという意味でも、ぜひこの件、し

っかりと調査して取り組んでいただきたいと思います。

では、ここは終わりにしまして、次に、医療連携のことについて伺います。ちょっと

最初の小児科医のことから、改めてお聞きしますけれども、孝田院長の御講演では、小

児科医を日野郡の３つの医療機関で共同雇用するという提案がされていました。１つの

医療機関で１人確保したり、あるいは雇用、給料を払っていく、そういうことも含めて、

それは無理だろうということで、共同雇用するという提案がされてましたけども、この

－１２－



提案というのは日南病院にとって現実的なものなのか、それからまた共同雇用すること

でどういった効果があると考えられるかということをお聞きしたいんですけれども、い

かがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） この件については、ちょっとしばらく前ですが、私

のほうからも日野病院の責任者の方と協議したこともあります。この間の孝田先生の話

でもありましたけども、常勤ではないですが、現在、ほぼ常勤の形で働いておられる小

児科医の先生が日野病院にいらっしゃいます。そういうことで、うちと日野病院とで１

週間、一応どちらかには小児科の先生が毎日診療しておるという状況は現在確保できて

おるわけですけども、この間の孝田先生の話では、とはいえ小児科の日野病院の先生が

結構お年ですので、駄目になった場合には、一緒に、江尾診療所も一緒になって、毎日、

日野郡に１人の常勤医の先生、常勤かどうか分かりませんが、日野郡に必ず１人の先生

は、小児科の先生がいらっしゃるようにという話は、いう趣旨だと思います。日南病院

としてもぜひそういうことは考えていきたいというふうに思っとるところです。以上で

す。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。そうですね、それは確かに、竹茂先生で

すか、以前、日南病院におられた方のようですけれども、かなりのお年のようですね。

それは、ぜひ後継者を探すということはしてください。それと加えて、共同雇用という

意味合いだと、孝田先生はもう少し踏み込んだ形で、日野病院に共同で雇用して日野病

院にずっといる、どっかの病院にずっといるんではなくて、週の曜日によって、別の病

院に行ったりとか、あるいは、もし、日南病院にいなくて日野病院に行ってるというこ

とであれば、遠隔診療、オンラインでの診療というようなこともできるんじゃないかと

いうようなことも孝田先生は言ってたように思うんですけれども、その辺りについては

いかがでしょうか、現実性というか、どう考えられてますか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 最近では、オンラインみたいなことも十分検討の対

象になると思います。従前話ししたのは、常時どっかの病院に１名ということではなく

て、江尾診療所あたりも含めて、１週間のうちの割り振りして、各病院で診療ができる

ようにというような話はしております。ただ、身分上はいろんな手法があると思います

ので、いろんなことを、いろんな対応の仕方があると思いますので、それは今後の検討

になるというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。そしたら、現実的にそういうお話をされ

てるということで、であればぜひそういった形でやっていただければ。そうすると、今

の状態では、もちろん今、日南病院に来られてる、鳥大から来られてる医師の方、一生
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懸命やってくださってるとは思うんですけれども、この間の広報でも努力、連携してや

ってるというようなことを拝見しましたけれども、ただ、そうはいっても、ほかの日は

今、この鳥大から来られてる先生がどこにいるかよく分からないわけですよね。恐らく

鳥大にいるんかもしれませんけれども、その方の診察を受けるということは基本的には

できないわけですけども、共同雇用でしたら日南病院にいなくても、ほかの、例えば日

野病院にはいるっていうことが分かって、そこに直接行くこともできるし、オンライン

で診察も受けるということもできるということで、特にお子さんの場合、アレルてーの

ようなことも含め、お子さんの症状ですとか、個性を理解した先生の方の診療を継続し

て受けるっていうことは重要だと思うので、ぜひ、その共同雇用の取組は進めていただ

きたいと思います。

それで、これと関連して重要だと思うのが、病後児保育の受入れということで、今現

在、日野町ではかなりの規模でやってますけれども、日南町では病後児保育のみ一度に

１人だけ受け入れる、しかも日南病院の小児科医の方の診察を受けた方でないといけな

いというようなことを聞いてるんですけれども、小児科医の共同雇用をするということ

になるとこの辺も改善するということが希望があるでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 現在の状況からすると、プラスアルファというふうな

考え方になろうかと思います。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。プラスアルファで、ぜひ積極的にこの辺

の受入れのことも、やっぱり子育て世代の方、若い方を日南町に残す、残っていただく

というために重要なことだと思うので、積極的に取り組んでいただきたいと思います。

次に、２番目の装置の共用ということなんですけれども、ＭＲＩと透析を共用してる

ということなんですけれども、日野病院までの移動手段を今、どういうふうにされてる

かっていうことをお聞きします。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 病院として、特に移動手段について配慮するような

形は取っておりません。ただ、病状によって重症とか緊急とかいう場合には、救急対応

の車両で日野病院に急遽送るということもたまにはあると思いますけども、原則的には、

特に整形外科あたりが多いんですけども、ＭＲＩの撮影依頼を医師が文書でして、患者

さんに持っていっていただいて、日野病院でＭＲＩ検査を受けて、検査結果を日南病院

に報告していただくというような利用の仕方が一般的でございます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 緊急車両で搬送しなければいけないような方の場合には、

もうそれはしようがないんだと思うんですけれども、そうじゃなくて、もう少し軽い方

で自力で行けるような方の場合に、病院間に、例えば、中心地周りを回ってるたったも
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バスのような感じで、巡回バスを走らせるというような方法もあるかと思うんですけれ

ども。つまりＭＲＩが必要だよっていうことを診断を受けたら、じゃあ、次のバスで日

野病院に行ってもらって、それで帰ってくるというような。だから、同じ病院ではない

ですけれども、日野病院を日南病院の一つの検査機関として使えるというような、そう

いう形を取ることはできないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） ちょっと趣旨が、申し訳ない、分かりかねるんで。

ＭＲＩの検査に絡めてというか、その需要に対して巡回サービスというあたりがちょっ

とイメージが湧きませんけども。一般的な病院間の診療のための交通状況確保いうこと

であれば、またいろんな議論があるとは思いますが、申し訳ありません。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） そうですね、ごめんなさい。確かに、ＭＲＩは毎月３人

ほどということなので、そのためにバスを走らすというのはちょっと現実的ではないか

もしれないんですけれども、おっしゃるとおりです。日南病院、眼科、整形外科がやっ

ぱり常勤の方がおられないということで、日野病院に通われるという方が結構おられる

と思います。そのときに、今、非常に日野病院へのバスの接続が悪い。それでＪＲを使

った場合にも階段を使わなければいけないのでしんどい。さらに、今年からなんですか

ね、根雨駅と日野病院の間のバスも、何か帰りが、昼間の便ですかね、なくなってしま

ったとかいうことで、そこも歩かなければいけないとかっていうようなお話もお聞きし

てまして、非常に日南町から日野病院へ行きづらい状態にもなってます。ですので、そ

ういった方も含めて、バスを出していただければいいかなとは思うんですけれども、そ

ういう取組については、考えていただくことはできないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 交通便という話ではございますけれども、基本的には駅から病

院のバスがなくなったって話で。（発言する者あり）根雨の駅からですよね。（発言す

る者あり）ですよね。ですから、今の場合は、朝方には日野のバスが来とるんだよなっ

ていう話だと思いますので、確かに、公共交通機関から申し上げると、電車であったり

バスであるっていうところが原則なのかなというふうには思ってますが、一方では、多

分、どういいましょうか、自ら行ったり、ほかの人にお願いしたり、あるいはタクシー

をお願いしたりというケースがあるんではないのかな、そういうのが実態ではないのか

なというふうには思っておりますので、他町の話にはなりますけど、そういった減便が、

背景があるっていう話であるようであれば、その辺はまたお願い事項として、要望事項

として協議をするっていうやり方はあるっていうふうには思っておりますが、とはいい

ながら、それなりの現状がある中で、そうされたというふうに思ってますので、特にタ

クシーあたりが、町営タクシーあたりを今、日野町のほうはされてますので、そういっ

たところの背景があるんではないのかなというふうには想定はしておりますけれども。
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いずれにしても、やっぱり受診をするっていうことは、必要な状況にあるのでその受診

をされるわけでありますので、そういった声を聞きながらとは思ってますけれども、現

状的にはなかなか難しいのかなっていう、通常のパターンですよ、緊急時は除いてって

いう話ではないのかなというふうに思ってますが。そこをやっぱりクリアするためには、

それなりの全体的な他町との組合せも含めて検討する余地があるのかなとは思います。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） いろいろ、そうですね、おっしゃっていただいて、もち

ろんタクシーでという手もあるんですけれども、利便性を考えるとやっぱりバスにちょ

っと乗って安いかなと、安い値段、もしくはできれば無料で行ってほしいんですけれど

も、そういったバスがあれば非常に便利なのかなと思います。

この件、先ほどお話があった高齢者ニーズ調査では含めていただく予定はあるでしょ

うか。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 高齢者ニーズ調査につきましては、基本的な質問項目

っていうのは統一されております。その中で幾つかは町独自の質問項目を設けれるとい

うことになっておりますが、今の御質問の内容からしますと、あまり実際の利用者とい

うのが少ないかなというふうには感じております。状況を見ながら、質問項目に付け加

えていくという必要がありましたら、また検討はしたいと思いますが、なかなか質問項

目が多くなりますと、回答もしにくいという部分もありますので、その点については精

査をさせていただきたいと思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 私も結構いろいろそういうお話は多里では聞くので、ぜ

ひ項目に含めていただく、少なくとも自由記述などでは書けるようにというようなこと

も含めて、していただきたいと思います。

それでは、あと次、３つ目に、電子カルテのほうに移りますけれども。電子カルテの

共有について、まず、確認なんですけれども、現在は院内専用の有線ネットワークを利

用していて、外部のネットワークから完全に遮断されてるという、そういう理解でよろ

しいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） そのとおりでございます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。確かに、そうするとちょっと外のネット

ワークにつなぐのが怖いというのは分かるんですが、ただ、電子カルテなどの、この医

療関係の電子データの取扱いについては、いわゆる、３省４ガイドラインというのが出

されているのは御存じだと思いますけれども、そのガイドラインの基礎となっている厚

労省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインは今年１月に改定されて、最
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新の⒌１版が出てます。その中にはクラウドサービスへの対応、ＩＤとパスワード以外

の多要素認証システムの導入、それから情報セキュリティー責任者の設置、情報を保存

する機器への国内法の適用の確認など、かなりしっかりした基準が設けられてるんです

けれども、この最新のガイドラインに沿った運用をしても電子カルテを安全に共有する

ことはできないというような御認識でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 先ほどのガイドライン、私、現在承知しておりませ

ん。とはいえ、この間もテレビでやってましたけど、いろんな連携で情報を見るような

ことも少しずつ実験的にされてるような状況もあるのかなという印象があっとります。

ただ、現在のところ、日南町個人情報保護条例というのが現行規定でもあります。セキ

ュリティーを優先して、一般的に外部に情報をネットワークを通じて提供することは、

現状では日南町では駄目という、原則駄目だという認識でおるところでございます。

いろんな動きがありますので、それの情報共有による利便性の仕方とか、いろんなこ

とがあろうかと思います。特に、いろんな動きの中では試行的にやられとるのは、単に

病院間だけでなくて行政もかんで、しっかりしたセキュリティーの下に地域連携という

形でやってるのが少しずつ進む可能性はあるのかなという印象はしてるところです。今

後もいろいろ検討して、利便性が向上する方策として可能であれば、また検討も進めて

いきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 町条例では駄目だということなんで、条例の変更が必要

になるのかもしれませんけれども、やっぱり小児科医の方を共有する、共同雇用すると

か、装置を共同利用するということになれば、普通にほかの病院のカルテ、一々持って

きてくださいというのは現実的ではないので、オンラインでそれを見ることができると

いうことは非常に利便性を高める、ドクターの、ドクターというか結局は、だから患者

さんの利便性を高めるということで非常に重要だと思うんですけれども、行政もかんで

地域連携ということだったんですが、町長のお考えはどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的な方向の中では、そういう３町でできるなら、可能であ

るならというふうには思うところは当然あるというふうには思っておりますが、ただ、

そういったところを組み立てるまでには、それぞれの、どういいましょうか、段階を踏

んだ形を取るので、少し時間かかるのではないのかなというふうに思ってますし、また、

答弁にもありましたように、現状ではメーカーさんが異なってるということもあります

ので、そういったことも、そうすると財源的な、電子カルテってかなりの高額な費用が

かかるっていう状況にもありますので、そういったところも踏まえながら、必要度を３

町で検討していく必要があるというふうには思ってますが、将来的な方向、考え方とす

ればゼロではないというふうに私は思ってますし、それがサイバー攻撃的なところのし
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っかりした担保をつくりながらということは最低条件だろうというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） もちろん、そうですね、サイバー攻撃とか、いろんな情

報漏えいとかいうことは気をつけていただきたいんですけれども、やっぱり時代の趨勢

として避けられないというところもあると思いますので、ぜひ、その面は積極的に検討

していただきたいというふうに思います。

そしたら、医療連携は終わって、次に給食費のほうに、あんまり時間なくなってきま

したが。まず、給食費のほうなんですけども、改めて補助が好評ということで、継続さ

れるということで、それをお聞きして安心しました。保護者の方は少しでも負担を減ら

してほしいというふうに考えておられるんだと思います。

それで、教育長の答弁の中で社会情勢を踏まえて検討するということだったんですけ

れども、私は、給食費に関連する社会情勢で今一番問題になってるのは、やっぱり少子

化ではないかという、これはずっともう前からですけれども。日南町でも年々子供の数、

減り続けておりますし、１人の女性の方が産む平均的な子供の数を表す合計特殊出生率

も、１９８０年代は日南町では２を超えてて、鳥取県全体より高かったんですけれども、

２０１３年から２０１７年のベイズ推定値が⒈６１というふうに低くなってまして、全

国よりはまだ高いんですが、鳥取県と大体同じ水準になっております。これは日南町に

限ったことではなくて、全国的な問題なんですけれども、それで、まず、一般論として

お聞きしたいんですけれども、この少子化、あるいは出生率低下の一番の原因というの

は何だと思われますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 誰に。

○議員（８番 岡本 健三君） 教育長に。

○議長（山本 芳昭君） 教育長に。

○議員（８番 岡本 健三君） はい、基本的には給食費のことなんで、教育長にお聞き

したいんですけれども。教育長がお答えが難しいようであれば。

○議長（山本 芳昭君） 出生率が給食費に関係しますか。

○議員（８番 岡本 健三君） はい、関係します。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 数字的には議員のおっしゃるとおりの数字でというふうに思っ

ておりますが、その背景はっていう話になると、どういいましょうか、様々なことがあ

るだろうというふうには思っとりますが、一つは、やっぱり結婚する年齢が晩婚化にな

ったということはあるというふうに思ってますし、また夫婦の将来設計の中で子供さん

を何人産むかっていう話っていうのは、それぞれの御家庭の考え方だろうというふうに

思ってますので、そういった意味で、これからの社会は少子化になるというのは、その

方向は間違いないんだろうというふうに思ってますし、また人口も全体的に国内の人口

がどんどん減ってきてるというのは当然のことだというふうに思っとります。現在、出

－１８－



生者数あたりも８７万人前後っていうふうに思っとりますが、現在の成人の年齢層から

いくと１００万人と言われてますので、そういった意味でも少なくなってるっていうこ

とはそうですし、合計特殊出生率あたりも、どういいましょうか、都市部あたりはより

小さい数字の結果になっているのは承知しておりますけれども、そういった様々な要因

があるんだろうというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 様々な要因あるんですけれども、国立社会保障・人口問

題研究所が行った２０１５年の出生動向基本調査というのがあるんですけれども、これ

によると、夫婦が自分たちの理想とする子供の数よりも少ない数の子供しか持たない理

由って、分かりづらいんですけれども、先ほど言った将来設計ですよね、本当は３人持

ちたいんだけども、しようがない２人にしとこうとか、２人持ちたいんだけど１人にし

とこうと、あるいは１人持ちたいんだけど、やっぱりやめとこうとかっていうので、そ

の理由で一番多いのは何かという、そういう調査があって、この一番多いのが子育てや

教育にお金がかかり過ぎるから、これが５⒍３％です。

それから別の調査で、ニッセイ基礎研究所によって、今年２月から３月に行われた調

査なんですけれども、新型コロナの拡大によって将来的に持ちたい子供の数が減った４

０歳以下の男女、これが約４％いるということですね。その理由の中で一番多かったの

も、また子育てへの経済的負担、これが４⒋７％ということで。つまり、今までからあ

る子育てに対する経済的不安がコロナ禍でさらに大きくなっている、そういう状況が今

の状況だと思います。

ちょっと時間があんまりないんですが、この経済的負担について具体的に見るために、

あらかじめ資料を準備していただきまして、教育長、町長のお手元にもあるんではない

かと思いますけれども、要は、保護者の方が年間に負担する費用がどのくらいあるか、

学校教育費と学校給食費の年額というのを出していただきまして、日南小学校の場合に

は給食費以外の学校集金が年間１万円から１万 ０００円あります、学年によって違い

ます。内訳は教材費や入学ま業まま代。それで学校給食費が年間５万 ０００円、その

ほかに修学ほ行をする学年であれば通常２万 ０００円必要になります。中学校では給

食費以外の学校集金が年間１万 ０００円から３万 ０００円、給食費が年間６万 ０  

００円、修学ほ行へ行く学年ではこれに通常４万 ０００円が加わるということで、こ

の金額を足して平均すると、小学校では年平均７万円、中学校では年平均１０万円が必

要ということになります。これはあくまで学校が把握している、直接集金している金額

です。それだけでこれだけあるんで、でも、これだけでも決して少なくなくて、義務教

育が無料なんてことが全く成り立ってないということがよく分かるんですけれども。

ところが、それで、さらに実際には、学校が知らない、知らないというか、知らなく

はないんでしょうけども、学校が今納めないで保護者が学校に行くのに必要なものとし

て、本や文房具、ランドセル、体操服、制服、かばんなど、いろんなものを買ってると
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いうのがあります。これ合わせて年間どのぐらいになるか、教育長でも町長でもよろし

いですけども、御存じでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 掌握はしておりませんけれども、ただ、今、私自身が考えてる

っていう話は、やはり確かに子育て世代の皆さんの一般論の話ですけれども、所得が減

ってきてるっていう、あるいは変わらないっていうところがずっと続いてるというイメ

ージは当然承知してるつもりであります。その中で、小学校とか中学校だけという捉え

方ではなくて、子育て世代全体としてのやっぱり捉え方を私どもはしてきたつもりであ

ります。例えば、保育園の関係の保育料だとか、あるいは今年になってからでも通学費

は無料にさせていただきましたので、あるいは高校にも通学費だとか、教材費あたりの

支援もするという捉え方をさせていただいておりますので、ですから、点ではなくて全

体の中で、やっぱり子育てがしやすいというところに、どういいましょうか、注視して

きたつもりでありますので、そういった観点で御検討いただくとありがたいなというふ

うには思っております。ただ、全て御家族の方が、保護者の方がゼロっていう話にはな

かなかやっぱり難しい時代ではないのかなというふうに思っとりますが、とはいいなが

ら、政策として可能ではあるには間違いありませんけれども、冒頭言いましたように、

やはり子育て世代の長いスパンの中の全体的な捉え方の中で考えていく必要性が高いん

だろうというふうに私は思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 長いスパンの中でといえば、それはいろいろやってほし

いことはあって、例えば無償、返さなくていい奨学金をつくってほしいとか、もっと高

校にも広げてほしいような補助はあるんですけど、ただ現実的に町でできる施策、そし

て、また義務教育、小・中学校義務教育という面で、給食も義務教育の一環だという面

で給食費についてお聞きしてるわけですけれども。それでその費用について、文部科学

省の学習費調査の結果というのがあるんで、これを見ますと、学校教育費から通学関係、

通学費については日南町の場合には補助があるので、通学関係費を除いた額は、公立小

学校で年間約４万 ０００円、公立中学校で年間約１０万円ですので、日南町の給食費

と合わせると小学校で約１０万円、中学校では１６万円を超える費用を１年間、学校で

教育を受けさせるためだけです、塾とかスポーツとか習い事とか、そういうのは別にし

てそれだけの費用がかかるわけで、保護者の方の負担というのは改めて大きいというこ

とが分かります。

それで、答弁にもございましたけれども、食材費の値上がりとか、あと所得が減って

る、賃金がこの２０年間、実質賃金が上がってないという、その中で消費税が上がり、

物価も上がり続けているという、こういう社会情勢を、それこそ社会情勢を踏まえると、

やっぱり子育てにかかる経済的負担というのも少しでも減らしていって、少しでも子育

てしやすい町にするために、給食費の補助を今よりも増やしていくというのが一つの有
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効な手段になると思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現在、どういいましょうか、若干ではありますにしても補助さ

せていただいているつもりでありますし、個人の食でありますので、若干の御負担はい

ただくべきかなというふうに私は、個人は思っております。

ただ、相対的に申し上げますと、子育ての中で一番費用がかかるのはやっぱり私個人

的な捉え方ですけれども、さらなる高校からの上の段階だろうというふうに私自身は思

ってます。ですから、できれば、政策的なところを考えるならば、そういったところの

負担にやっぱり支援をという形を取るべきだろうというふうに私は思ってまして、それ

が国レベルの大きな話ですけれども、そういったところの日本の社会になることが望ま

しいのだろうというふうに私自身は思っておりますので、もし、そういったところの方

向性があるなら、首長としても、あるいは要望として上げていきたいなというふうに思

っとります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 高校から上というのはそのとおりでして、ぜひそれは本

当に国レベルの大きな力ということで、やってもらいたいんで、ぜひ次の参議院選挙で

は町長にも日本共産党に投票していただきたいと思うんですけれども。

まあ、いいです、それは。ただ、それはそれとして本当に町でできることとして、給

食費の補助ということを、保護者の方の負担の大きさということを踏まえて、もう少し

進んだ補助をぜひ考えていただきたいというふうに思います。

それで、次に移ります。４番目、国保についてなんですけれども、均等割を全額免除

してくださいというそういう話なんですが。この問題については、一つは給食費の補助

の問題と同じく子育てする保護者の方の経済的負担を軽減するという観点から進める必

要があると思います。

そして、もう一つ重要なのは税負担の公平性という問題ですね。まず、１つ目の観点

から伺うんですけれども、子供が生まれると、もう乳児がいると、その瞬間から有無を

言わさず税を取られるという、このような制度は合計特殊出生率を上げる方向に働くと

思いますか、それとも下げる方向に働くと思いますか、町長、いかがでしょう。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その影響は私は少ないというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 少ないか多いかというのは、ちょっと量的にはどうかと

いう問題はありますけれども、でも、これ、確実に下げる方向に行きますよね。だって、

子供をつくったら、それだけでお金がかかってしまうという制度なんですから。理想と

する人数の子供、本当は欲しいと思っている人数よりも少ない人数の子供しかつくらな

い一番の理由は子育てへの経済的負担であるということは先ほども申し上げたとおりで
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す。ですから、子供が生まれた瞬間から、親に経済的負担を強いるというのは、こうい

う均等割という制度は出生率を下げるというのは明らかではないでしょうか。

２番目の税負担の公平性という観点から、全く収入のない、当然所得もない子供に税

をかけて、これを徴収するというのが、これが公平な制度だと思われるでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、日本は、どういいましょうか、医療の保険の

皆保険を進めてきたところであります。そういった意味でいきますと、こういった制度

は国全体で考えるべきだろうというふうに思ってますし、また議員も御承知のとおり、

全国の知事会も含めて町村会も含めて、そういった拡充の要望をさせていただいてる経

過があります。ですから、町単独ということではなくて、国全体の中の在り方として、

やっぱり整理すべきだというふうに思っとりますし、そういう動きになればいいかなと

いうふうに思っとりますけれども。単町という形では考えてはおりませんが、そういっ

た方向への、一緒になって制度改正に向けた捉え方をしていきたいというふうに思っと

ります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） なぜ、そんなに国と一緒にということにこだわられるの

かちょっと私にはよく理解できないんですが、先ほどの高校生以上がお金がかかるとい

う面ではなかなか財政的には難しい面もあるかもしれませんけれども、国保税の場合に

は全額補助しても、今回出していただいた資料では８６万 １８０円ということで、財

政的には十分できる金額です。

それで、あと、先ほど、医療を云々ということもありましたけど、医療は当然全員受

けられるので、医療は医療でいいんですけれども、この国保税の中で、あるいは、ほか

の健康保険と比較してでも、非常におかしい制度だと思うんですけれども、こういうふ

うに、生まれた子供がいるだけで税負担が増えるというような、そんな制度をほかに御

存じですか、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 当然、ゼロ歳から出生された段階でいくと、大なり小なりって

いうか、医療に関わることがゼロではないっていうふうに思ってますので、そういった

意味で、医療を補完するっていう意味で国民健康保険がありますので、そういった形の

中で整理されておりますので、１人出生したから、それにすぐ税がかかるっていう論点

ではなくて、要は国民全体でそういった医療だとかをやっぱり、どういいましょうか、

医療がかかれるような仕組みっていうのが皆保険というふうに認識しておりますので、

その中での一つが国民健康保険という制度でありますので、そういった該当者がそれぞ

れ対象者は異なるわけですけども、全国的に言えば、そういった仕組みの中で動いてき

ているわけでありますので、点ではない話のほうがベストかなというふうに私は思っと

ります。
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○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ちょっと問いに答えていただいてないと思うんですけれ

ども、ないですよね、こんな制度はほかには。生まれた瞬間から税がかかるとかってい

う制度はないと思います。しかも、今回、国がやろうとしてるのは、未就学児は半額免

除しますということです。これはそれこそ不公平なんじゃないんでしょうか。というの

は、未就学児は収入がゼロです、確かに。でも、小学校入ったからっていって、その子

供が所得を上げられるんでしょうか。その辺でかえってこれは不公平性を増している施

策なんじゃないかと思うんですけれども、町長の御意見はいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的にはどっかで整理をしないといけないっていうふうなこ

とだろうと思います。ゼロか１００の話をし出すとなかなか難しいっていうふうに思っ

てますので。ですから、一定の区切りをつける中としてこういう形が新たに出てきまし

たし、方向性としてやっぱり軽減をしていきましょうというのが方向だろうというふう

に認識しておりますので、そういったことで整理をしていかないとなかなか、じゃあ、

未就学児から、あるいはゼロ歳からって話をしていくと切りがないっていうふうに私は

思っていますので、全体として今、軽減をしていきましょうっていう制度の方向性に向

かってるっていうふうには思ってますので、それはそれで私は賛成だというふうに思っ

ております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 方向性、もちろんどっかで整理しなければいけないとい

うのも分からなくはありませんが、ただ、日南町の場合できるんですよ、やろうと思え

ば、未就学児じゃなくて１８歳以下まで。できることを、何で国がやらないからやらな

いかっていうことなんですよね。

それで、ちょっともう時間がないですけど、もう一つ別の観点から伺うと、この未就

学児に対する半額軽減ということで、軽減される額、これも資料提供していただきまし

たけども、軽減される額は５万 ２９０円です。これが多いか少ないかっていうのはと

もかくとして、システム改修をしなければいけないですよね。システム変更には幾らか

かるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 以前、御質問をいただいたときにお答えしたかもしれませ

んけど、約２５０万ぐらいかかるんじゃないかというとこでそのときに聞いております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ５万 ２９０円、年間ですけれども、これを軽減するた

めに２５０万かかる。以前、全額免除で１００万円年間に軽減するのに２５０万がかか

るのも、それも費用対効果が悪いと言われましたけども、この施策はどうなんですか。

私、費用対効果をこういうことで言うのは間違ってるとは思いますけれども、ただ、執
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行部の意見として費用対効果、この施策はどうなんですか、いいんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 数字的な話はそういう数字だろうというふうに思っとりますが、

根本的な話だろうというふうに思っていますので、どういいましょうか、国がしないか

ら町でもできます、少額ですって話はあるかもしれませんけれども、基本的にはこの制

度自体がやっぱり国のものだというふうに私は思っていますので。ですから、金額の大

小とかっていう話ではなくて、基本的な捉え方をして、まずはそういう考え方を持つべ

きだろうというふうに思ってますし、また方向性として、先ほどの重なりますけれども、

団体からいわゆる知事会だとか市長会、町村会のほうも要望事項として捉えられて要望

してるっていう段階でありますので、そういったところを動向を注視しながら進めてい

くべきだというふうに私は思っています。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 制度が国がどうこうっていうこと以前に、やっぱり地方

自治体の本来の役割、住民の福祉の増進ということ、そこに立ち返って考えていただき

ます。それで、国の制度だからといって町で全額補助までやっちゃいけないということ

にはなっていないと思うんですけど、どうなんですか、その辺は国の指示はどうなって

るんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 原則論につきましては、先ほど岡本議員のおっしゃったとおり

だというふうに私も思ってます。ただし、そこを判断するというのは各市町村でありま

すので、ですから、できないわけではないっていうふうにはもちろん認識はしとります

よ。ですけど、しなければならないのではなくて、することができる項目だろうという

ふうに思っておりますので、そういったことは執行部も含めた形の中での判断というふ

うに理解しております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） というとそれも、もう時間がないんであれですけど、国

の施策としてこの５万 ０００円しかやっちゃいけないという指示があるんですか、そ

れとも一緒にできるんですか、そこをちょっと答えてくださいよ、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 全国的な実態の中でもされてるところはありますので、だから

できないことではないというふうには認識はしておりますけども、しなければならない

という項目ではありませんので、ですから町村間の考え方だというふうに思っておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） 時間が参りましたので、岡本健三議員の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩といたします。再開を１０時３０分からといた
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します。

午前１０時２２分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。

タブレット１２ページから１３ページ。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私は日本共産党の議員として、今期１２月定例会で当面

する町政の諸課題について執行部の姿勢を問います。

臨時国会が１２月６日から開催され、岸田総理の所信表明演説や鈴木財務大臣の財政

演説が行われ、早速我が町の議会にもその補正予算の一端が、一部が提案されています。

このことについては後ほどの予算審査の中で行うことにいたしまして、まず、私は、さ

きに行われた第４９回衆議院総選挙について質問をいたします。

最初に、２０１５年の平成２７年６月から公職選挙法の改正によって選挙権の年齢が

満２０歳から満１８歳以上に引き下げられました。そこで、日南町の有権者の投票率を

満１８歳以上から２０歳まで、そしてその他の有権者は各年代ごとに示していただきた

いと考えます。また、２番目に学校教育課程の中で選挙権及び被選挙権について、義務

教育課程の児童生徒にどのような学び、あるいは教え方をされているのかということに

ついて、これは教育長に問います。

次に、岸田総理の憲法改正方針についてであります。行き詰まって、相次いで政権を

投げ出した安倍、菅政権を引き継いだ岸田文雄政権は、総選挙の結果を受けて憲法改正、

改憲発議に必要な３分の２の議席を手に入れ、自民、公明、維新などと憲法改正の国会

審議を本格化しようとしています。そこで、中村町長に自民党の憲法改正草案２０１２

年に発表されてますけども、大きく４項目でありますが、これをどのように評価をされ

ているのか。住民の命、健康を守る、その立場のリーダーがどのように認識されている

のか、これについて問います。そして、とりわけ憲法第９条、これに自衛隊を書き込む

こと、あるいは緊急事態条項を創設するなどの考え方について伺います。

次に、大きな柱の、今、鳥取県議会で開会中の補正予算の案件ですけども、県が一部

の対象者について灯油の補助制度をつくるということになっています。この間の燃油の

高騰対策として、鳥取県は低所得者の灯油購入補助制度をつくるということになってお

りますけども、これは補正予算でそれぞれの市町村が予算を組めば県が ０００円、そ

して当該市町村が予算を組めば ０００円という補助制度でありますけども、これにつ

いてこのたび補正予算を見ましたけども、ありませんでしたけども、現在、灯油は１リ

ットル１１５円です、大体町内の店舗で買えば。もちろん配達してもらえば配達料が別

にかかるわけですけども、特に生活保護、あるいは住民税非課税世帯の方にとっては灯

油の高騰の影響があるのではないかというふうに推察しています。よって、いわゆる福
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祉灯油とも言われますけども、これについて町の補助をする考えは、助成制度をつくる

考えはないかということについて問います。

そして、大きな柱の米価暴落対策です。昨年、ごめんなさい、本年９月の定例会の一

般質問で取り上げました。この米価暴落対策への具体的な取組があれば、その後の経過、

いわゆる県の対策協議会などと協議もするというふうな答弁もありましたけども、これ

についてその後の対応を示していただきたいと思います。それから、米価暴落対策につ

いては農業共済組合の収入保険制度があって、これの加入者への支払いの状況について

お示しいただきたいと思います。

そして、最後に日南町単独災害緊急対策事業実施要領についてでありますけども、こ

の間、私、町民の皆さんからいろんなこの制度についてお聞きをしました。今年も７月、

８月の災害もあったわけですけども、この事業を利用した方もいられます。実は家の周

辺に立木があって、その伐開をするのに非常に費用もかかると。特に高齢者の多い町で

はこの処理について困っているというふうなお話を聞きました。危険な樹木や土砂災害

が発生する場所があるために、今の単独災害助成制度の制度そのものの補助対象の拡大

をぜひとも要綱の改正をされて進めていただきたいという要望であります。

以上、私の質問はこれで終わります。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 久代安敏議員の御質問にお答えします。

初めに、第４９回衆議院議員総選挙について、まず、日南町の各年代別の投票率とい

う御質問でございますが、令和３年１０月の３１日執行の衆議院議員総選挙におきます

小選挙区の選挙の日南町の投票率でございますが、町全体で申し上げますと、有権者数

が ９２４人に対しまして投票者が ８５９人ということで、投票率は７  ⒉８６％であ

りました。年代別で申し上げますと、１８歳は有権者数２３人に対して投票者１２名と

いうことで投票率が５⒉１７％、１９歳は有権者数２５人に対しまして投票者が７人と

いうことで２８％、１８歳と１９歳合わせました投票率が３⒐５８％ということであり

ます。２０歳は有権者数３３人に対して投票者２０人で、投票率は６６１％、２０代

全体で申し上げますと５⒋０８％、３０代が６⒈６２％、４０代が７⒏６１％、５０代

から６４歳までが８⒋０５％、６５歳以上が７⒉１２％という結果でありました。

次に、義務教育課程で選挙権及び被選挙権についてどのように学んでいるかという御

質問につきましては、この後、教育長のほうから答弁いたします。

続いて、２つ目の岸田総理の憲法改正方針についてということで、自民党の憲法改正

草案２０１２年をどう評価してるかという御質問であります。個人的な見解でございま

すけれどもという前提でお話をさせていただきたいと思いますが、日本国憲法は戦後、

日本が進むべき方向性を示し、その下で今日の自由で民主的な社会や経済の繁栄が実現

してきました。また国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の基本原理は国
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民の中に定着してきました。一方で、憲法が施行されてから７０年以上がたち、国民の

意識や憲法を取り巻く環境は大きく変化していますが、これまで一度も憲法の改正され

たことがなく、現状と合わなくなってきた部分があります。そうした部分について改正

する必要があると思います。日本の最高法規であります日本国憲法は、国民の幸せに資

するためのものでありまして、先ほどの基本原理は堅持する中で変えるべきところは変

えていくべきだというふうに私は思っております。ただし、具体的な内容につきまして

は、国民目線で是々非々の議論を国会の中できちんとしてもらうことが重要と考えてお

ります。

次に、憲法第９条の改正についての御質問でございますが、憲法９条の下で専守防衛

に徹し、他国に脅威を与えないような軍事大国にならないという基本理念に従い、平和

国家として歩んできました。他方、いまだに争いが絶えないのが国際社会の現実とも言

えます。自衛隊は１９５４年に発足し、自ら日本の防衛を行う体制を構築してきました。

また、日米安全保障条約によりまして日本に対する武力攻撃には共同で対処することと

なりました。自衛隊の諸活動は現在、多くの国民の支持を得ているというふうに思って

おります。しかしながら、今までの経過の中で、その活動内容に対して政府の憲法解釈

という整理の仕方で歩んできたのも事実であります。また、自衛隊につきましては違憲

という学者もあり、教科書のほうにも多くが違憲論に触れているのも事実ではあります。

昨今では隣国において軍事力の増強が続いており、一触即発の状況で、国民は不安を隠

せない状況であります。自衛隊をしっかりと明記するための憲法改正は必要と考えてお

ります。いずれにしましてもしっかりとした議論をいただきたいというふうに考えます。

続きまして、鳥取県が実施する予定の灯油補助制度についてということで、日南町も

この事業に取り組むべきではという御質問でありますが、鳥取県では低所得世帯の生活

支援対策として、最近の灯油価格の高騰を受け、低所得者に対して灯油購入費等の助成

を行う市町村に補助金を交付し支援を行う事業を１１月の定例議会に上程中であります。

対象者は生活保護世帯を含む市町村が生活困窮世帯として認める世帯で、補助率は２分

の１、１世帯当たりの上限は ０００円であります。事業実施に向け準備を進めている

市町村もあるようでございますが、現在は価格の上昇も落ち着いておりまして、本町で

は当面の間は補助金制度の制度化は見合わせることとしております。原油価格の推移や、

今後、国が示すコロナに関する経済対策などを注視し、必要に応じて支援の手法や交付

対象者の範囲を含め支援策を検討していきたいというふうに思っております。

続きまして、米価暴落対策についてということで、具体的な取組についてという御質

問であります。全国的に米需要は人口減少、あるいは、失礼しました、食の多様化によ

りまして減少り向にあるため、令和３年産の米のり渡金額が前年よりも ３００円から

４００円安くなり、大規模農家、４業農家とも大きな４撃を受けました。農林水産省

は１９日、令和４年産の主食用米の米につきまして、需要に見合う生産量は６７５万ト

ンとの見通しを示しました。３年産の米生産をめぐっては、コロナ禍による外食向けの
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需要の落ち込みを予想し、他の作物への作付の転需した面積は過需最大規模の６万 ０

００ヘクタールとなりましたけれども、４年産につきましては４万ヘクタールの転需に

取り組む必要があるという見通しがあります。鳥取西部農協管内では、令和３年は希望

作付面積を全てで作付が可能でありましたけれども、米需要については過剰り向がある

ため、令和４年産は減産、減面積となる見込みであります。主食用米の作付面積が減る

中で、今後の経営のリスク分散のため、有効な土地利用型作物の一つとして飼料米への

転需が上げられます。水田の機能を保持しながら、今までどおり作付できる作物として

面積拡大が期待されます。また、令和３年度から開始した収入保険制度加入補助事業を

活用し、減収時に備える形態の育成を図りたいと思っております。

次に、収入保険加入者への支払い状況についての御質問でございますが、令和３年産

の米の価格下落に係る補填金は令和３年度確定申告後に支払われる仕組みとなっており

ますので、来年の３月から６月頃の間で支払われる見込みでございます。収入保険は農

産物の販売収入が基準収入金額の９割を下回った場合に補填されるという制度でござい

ます。ちなみにですが、収入保険の加入件数につきましては、現時点、４年におきまし

ては、現時点ですが１１２件の件数を確認しておりまして、新規の加入者につきまして

は１８件ということで確認をしているのが現状の状況であります。

続きまして、単独災害緊急対策事業実施要領についてということで、補助対象の拡大

をしてはどうかという御質問でございます。国内外では異常気象によりまして自然災害

が多発、大規模化しており、本町におきましても町民の安全を守るためにこれまで以上

に警戒をしなくてはならないというふうに考えております。今年８月中旬の大雨により

まして、町内の農地や道路など各地で災害が発生しました。現在、国と災害復旧工事の

査定協議中でございますが、国の災害復旧事業の対象とならない小規模な災害につきま

しては、町単独で補助事業によりまして対応していただくよう町民の皆さんにお知らせ

をしておるとこでございます。御質問の町単独の災害緊急対策事業の事業対象の拡充に

ついてでございますが、国や県によりまして治山砂防や河床掘削など計画的に危険箇所

が改善されていることから、現在のところ現行の補助金制度の運用を継続していくこと

が妥当であるというふうに考えております。

以上、久代安敏議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、義務教育課程中

の選挙権及び被選挙権についての学びについてということの御質問につきましては、教

育長のほうから答弁をさせます。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 久代安敏議員の御質問にお答えいたします。

義務教育課程中で選挙権及び被選挙権についてどのように学んでいるかとの御質問で

すが、小学校では６年生の社会科、中学校では３年生の社会科公民の授業で学習する教

育課程となっております。学習内容としては、小学生も中学生もほぼ同様な内容を学習

しますが、中学生のほうがより詳しい学習内容となっております。具体的には、民主政
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治の仕組みと三権分立や国民主権、政治に参加する仕組み、選挙の意義と仕組みについ

て、小選挙区制や比例代表制などの選挙制度や普通選挙、選挙制度の問題点等が上げら

れます。

また、選挙権が満１８歳以上に引き下げられたことを受けて主権者教育の重要性が急

激に高まり、特に高校での主権者教育が積極的に行われるようになりました。この大き

な狙いとしては、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え判断し行動してい

く主権者の育成です。特に政治や選挙等に関する学習内容をより一層充実するための取

組が進められていますが、若者を含め政治に対する関心の低下が見られる状況もあり、

このような状況を踏まえると高校での主権者教育の充実をさらに推進していくとともに、

小・中学生からの主権者教育にも積極的かつ丁寧に取り組む必要があると考えておりま

す。また、家庭や自治体との連携も必要であり、本町では以前には中学生議会を実施し、

中学生の意見を町政に反映していただき、中学生もまちづくり等に参画できることを実

感できる貴重な体験をさせていただきました。今後も子供たちが社会や政治に関心を持

ち、積極的に社会参画できるよう主権者教育の推進にも努めてまいりたいと考えており

ます。

以上、久代安敏議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） まずは選挙の結果についてから質問いたします。皆さん

御存じのように、来年２０２２年４月１日から成人の年齢も引下げになります。公選選

挙権が行使できるということも一つの理由にもなっています。もちろん成人式は別です

けども、成人年齢が来年４月から引き下げられるということも大きな特徴です。

教育長も先ほど答弁で述べられましたけども、やっぱり若年の、特に１８歳から２０

歳、あるいは二十歳から３０代までの投票率が非常に国政選挙は低いという結果であり

ます。日南町の選挙の投票率も見ても、１８歳から１９歳、先ほど町長も答弁で述べら

れましたけども、全体で３⒐５８％、２０歳から２９歳が、これは５⒋０８％、約全国

平均が投票率が５⒌９３％でした。これは戦後３番目に低い国政選挙の投票率なんです

ね。衆議院選挙、参議院選挙は若干投票率が違いますけども、衆議院選挙では前回の１

０月３１日の投票は戦後３番目に低い投票率だったんです。私は日南町が全体として７

⒉８６％という投票率で、非常に県内の中でも３番目ぐらいに高い自治体選挙区でした。

これは非常にいいことだと思いますが、やっぱり期日前投票も日南町３⒉１６％で、約

３分の１近い人が期日前投票に行かれとるという結果も出ています。

ですから、やっぱり国政、国の政治に対して非常に、今回もちろん任期いっぱい以上

に執行されたわけだから、余計有権者の関心も高かったと思いますが、やっぱり若年層

の投票率の低さは義務教育課程と、もちろん１８歳以上ですから高校生に、高校３年生

が該当するわけだけども、その教育も大事なわけですけども、これについてやっぱり教
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育長に十分に、小学校６年、中学の中で本当に選挙権は権利ですから、義務ではありま

せんからね、権利ですから、よく高齢者の方は選挙は義務なのに投票へ行かれんという

ちまたで聞きますけども、選挙は権利で、その権利教育をどのような形で、今十分なの

かどうなのか、その点について一言お聞きしておきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 今、議員おっしゃられましたように、参政権というふうな権

利でもありますので、そういったところっていうのはこの投票率云々っていうのが語ら

れ出してから社会科の担当するそこの部分では、やっぱりそういった権利は行使するの

が当たり前といいますか、そういうところっていうのは非常に押さえては勉強をさせて

いたというふうには思います。ですが、やはり世間の流れといいますか、なかなか投票

率が上がらないという部分っていうのは、そのほかにもやっぱり問題があるんではない

かなというふうなことは私自身も思います。特に１９歳が非常に低いっていうのが、や

っぱり住民票が日南町の場合だったら、日南町に置いて東京だとか大阪だとかっていう

ところに行ってるという部分というのが非常に大きいんではないかなというふうに思い

ます。また、二十歳になるとまた少し上がってくるという部分も、そういう部分が非常

に大きいんではないかなというふうに思いますが、学校現場で言えば、やっぱり主権者

だよと、政治をするのが我々だよっていうところっていうのは大いに語ってもらいたい

し、それからそういう学習をしてもらいたいというふうには思います。それは社会科だ

けではなくって、中学校でいえば、特に特別活動と呼ばれる生徒会の選挙等々もありま

すので、そういう場面では大いにそういう部分を活用してもらいたいなというふうに思

っています。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） ありがとうございます。先ほど教育長もおっしゃった、

日南町議会も平成３０年、２０１８年にここ、この議場に中学生の方に来ていただいて

議会を行いました。そういう経験もあるし、やっぱり今後もそういう機会をつくればい

いかなと私は考えてますけども、そういう方向で行政と選挙、それから選挙権というこ

とについてやっぱり学校現場の中でしっかり基本的人権、参政権ということについて引

き続き努力をしていってほしいということをお願いをしまして、次の問題に移ります。

岸田政権の憲法改正の話なんですけども、先ほど町長は、問題があるところは改正す

べきだというふうなことを答弁で述べられましたけども、具体的に現憲法で、私たちは

現憲法の下に生活しているわけですけども、具体的に何か障害がありますか、私たちの

暮らしの中に憲法が。憲法の下に法律もあるわけだけれども、それがあれば、具体的な

支障があれば、こういうところが問題だということがあれば具体的にお示ししていただ

きたいと思うんですけども。取りあえず自民党が草案で出している９条、それから公選

選挙区の問題、それから教育の無償化、それから緊急事態、大きく言ってこの４点なわ

けですけども、何か不都合な点がありますか。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 全体的な捉え方として先ほど答弁させていただいて、現状、い

わゆる日本国憲法自体は国内での最高の法規でありますので、そういったところの位置

づけの中で、やはり全然７０年間も変えてきてないっていうところの中で、どういいま

しょうか、実態と合わないところがあるっていう話だろうというふうに思ってますので、

その部分について改正すべきところは改正すべきだろうというふうな捉え方が基本原則

であります。

具体的にって話になって御質問ですけれども、昨今でいきまして追加的なところ、２

０１２年から追加的なところでいきますと、参議院のあたりの合区のあたりの考え方っ

ていうところももちろんありますし、主眼的には憲法９条の話だろうというふうに思っ

ておりますけれども。現在、自衛隊あたりも実際には発足して活動してきてるっていう

状況の中で、９条あたりの捉え方っていうのは、やはり原則いうか実体的には合わない

のかなというふうには、私は思ってますので、どちらかいうと法の解釈的なところで今

現状が動いてるっていうところだろうというふうに思いましたので、それはやっぱり自

衛隊という一つの職業あるいは組織っていうところが具体的にありますので、そういっ

たところは位置づけとして明確にすべきではないのかなというふうには私は思ってます

し、また、自衛隊の姿もやはり国民の皆さんにより、どういいましょうか、テレビを通

しても含めてですが、そういったところの活躍される場面が多く見られてきてるってい

う現実もありますので、そういったところに皆さん方でやっぱり御家族の方も含めて明

確な捉え方をしていくべきだろうというふうに思っております。ただし、内容につきま

しては、基本的な原則であります平和主義っていうのは堅持するということはもちろん

のことであるというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） これは「はじめての防衛白書」いってね、子供を対象に、

教育長も知っておられるかどうか分かりませんが、これ２０２１年、今年初めて防衛省

が発行しました。子供向けです。もちろんこの中にも憲法９条のことも詳しく書いてあ

ります。

まず、私が一番聞きたいことは、憲法第６５条以降の中に行政権がありますよね。行

政権は内閣に属するということで、実際にはあらゆる担当大臣が、例えば自衛隊もなぜ

明記、自衛隊が憲法に明記してないかということは、自衛隊も行政権の一つなんですよ

ね。だから、消防や警察や海上保安庁や全て行政権の中の一つの所管です。ですから、

自衛隊だけを憲法９条の改正で入れるということは非常に合憲かどうかの以前の問題と

して行政権を執行する立場の内閣としては妥当ではないというふうに私は考えてます。

それで、先ほど選挙区の合区の話もありました。合区は確かに、これはやっぱし選挙

制度に問題があるんですよ。だから、公職選挙法をしっかり衆議院、参議院、もちろん

参議院の合区の話が当面の問題ですけども、衆議院の小選挙区のことも一つ問題になっ
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てます。以前、中選挙区の時代には、投票率は６０％を下ったことはなかったですよ、

全国的に。今５５％ですから、小選挙区が。なぜ選挙制度の変更によって、公選法の改

正によって投票率が現実には下がっているんですね。中選挙区制度のときには物すごく

投票率が高かったんです。ですから、今、うちの議会でも合区について意見書を出した

ことがありますけども、やっぱりよくよく考えてみれば選挙制度、公職選挙法を改正す

ればすぐ済む問題ではないかというふうに思いますけども、その点どう思われますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） もちろんそういうこともあるっていうふうに思っておりますが、

ただ素直に憲法を読んだときに、じゃあ、実態が合ってないところがありますかってい

えば、例えば９条を読んでも、じゃあ自衛隊あたりの捉え方、動きっていうところが本

当に素直に解釈できるかっていえば、私は難しいというふうに個人的には思ってます。

それはかなりいろんな意味で深掘りすればいいっていう話もありますしというのもある

のかもしれませんが、あるいは別の法の基本法だとかいろんなところで整理すればでき

るって話は当然ある部分もあるかもしれません。ただ、一般論って言われてるのは、や

っぱり違憲だということの学者もおられるっていうことと、先ほど申し上げましたけど、

教科書の中には違憲論もあるって話です。だとすると、その違憲論を改正していくって

いうことも大切ではないのかなというふうに私は思ってます。

ですから、小さいこと、あるいはたくさん条項がありますので、それぞれは申し上げ

ませんけども、そういった全体的な動きの中で改正するってことは、現状に合わせて改

正するっていうことは望ましいことだろうというふうに私は思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） ちょっと確認しておきたいんですけども、自衛隊も行政

権の一つでしょう。防衛省、防衛大臣がおられるわけだから。だから、あえて９条に自

衛隊を書かなくても行政権は内閣で執行されているというふうに考えるのが妥当ではな

いかと思いますが、どうでしょうか、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） おっしゃるとおりだろうというふうに思っておりますが、ただ

日本国憲法ですので、全体って言やあおかしいけど、最高法規であります。ですから、

その辺の解釈をまず勉強するに当たって、若い人も含めて、なかなか現状との難しさっ

ていうのが考えるのに、単純にそこだけを読み込んでいく中でいくと、じゃあ、実態と

どうなのっていう話はやっぱりなかなかすんなりいかない部分があるんではないのかな

というふうに私は考えます。確かに行政法の中で、こっちで整理ができてますっていう

話はもちろんあるというふうには思ってますけれども、やっぱり最高法規としての表現

の仕方っていうのは考えるべきだろうというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） もう一つ、教育の無償化の話です。これも自民党の草案
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にありますが、教育の無償化は現行の法律で、憲法よらなくても、変えなくても、現行

の法律で無償化、現にやられているわけですからね。いろんな場面で高等教育、大学や

いろんな教育機関で無償化が実際にやられて、国もそうしてます。ですから、これは憲

法改正しなくても無償化という条項はあえて憲法議論に入らないと思いますが、町長、

どのように考えておられますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 私も十分な理解をしてるっていうふうには思っておりませんけ

れども、ただ今回の教育についての無償化につきましては、どういいましょうか、参考

文を読ませていただくというような理解しかしておりませんが、いわゆる私学、私立っ

ていうか、そういったところへの助成禁止がされてるように読み込めるっていうのが現

状の条文だというふうな解釈をされてますので、そういったところは改正すべきだろう

というふうにはもちろん思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） あともう１点、緊急事態条項ですよね。このたびコロナ

の関係で緊急事態がなかったからどうのこうのといって言われますけども、実際にはコ

ロナ対応は法律で対応できたわけですよ。現に新しいコロナも出てきて、いろいろ対策

を練っておられますけど、法律でできることじゃないかというふうに考えますけども、

その点について確認をしておきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今、確かにコロナのこともあったり、議論の中でそういう法律

上の話の議論も出てきてるっていうふうに思っておりますが、従前からいきますと、東

日本の大震災が、大きな災害がありました。これからの話でいきますと、東京直下地震

だとか南海トラフの大地震だとか、そういったところが想定されてるっていうことが現

状としてあるというふうに認識しておりますので、そういったように国内の大規模な災

害っていうところの目線も含めてというふうな緊急的な緊急事態への対応を明確化にす

るっていうことは、これからの社会の地震国であります日本の対応の方向とすればある

というふうに私は思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 憲法議論は一自治体の首長と議論しても恐らく平行線に

なると思いますが、あえて最後に確認しておきたいのは、やっぱり憲法９条なんですよ。

憲法９条を行政権、自衛隊という一つの行政権を執行している防衛省の管轄の中にある

機関を、憲法９条は戦争放棄、全く放棄の条項なんです。それについてあえて９条を改

正して、自衛隊を明記すべきなのかどうなのかということについて明確な答弁を確認し

ておきたいと思いますけども、どう思われますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現状を考えたときには、私は明記すべきだというふうに思って
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おります。それが基本的な答えである。個人的な見解であります。ただ、やっぱり憲法

改正でありますので、重ねてになりますけども、やっぱり国の機関での国会議員のしっ

かりした議論をまずしていただきたいというのが大原則だろうと思いますし、誰もがそ

ういうふうに理解されてるんではないのかなというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 今日ちょうどたまたま１２月８日は太平洋戦争の、１９

４１年の太平洋戦争の勃発した日でありますし、やっぱりあの戦争の反省の上に立って

できた憲法です。確かにマッカーサーの占領下でできた憲法ではありますが、日本の国

会議員、総理大臣も含めてやっぱりマッカーサーと連合軍としっかり協議してできたの

が現憲法なんですよね。ですから、私はその恒久平和、基本的人権、恒久平和などを本

当に大切にして、日南町も毎年６６８人の方の慰霊式をやっておられますけども、本当

にああいうことを２度と繰り返さないと。町長もそのことをいっつも式典でおっしゃっ

ています。式辞の中で。やっぱりそれだけ大事な、特に憲法９条は大事な条項だと。確

かに現実にしては岸田政権はいわゆる防衛費と言わないでもう軍事費で実際には６兆円

になるような補正予算を今回 ０００億円でしたかね、組んで、物すごいもう２％に、

ＧＤＰ２％にもという話も出ていますから、本当に防衛費を増やせば増やすほど国民生

活は圧迫されると、同じ予算の中ではそういうことにもなりますので、ぜひともより慎

重に日南町長としても進めていただきたいというふうに思います。

次に灯油の燃油対策ですよね。町長、具体的に補正予算も組まないでこのたび検討し

ていないということなんですけども、実際に今、灯油１リッター１１５円という単価は、

どう思われますか。もう私は本当に高いなというふうに思って、非常に高いと思うんで

すけども、今の現状をどのように考えておられますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、以前、以前といえばおかしいですが、か

なり前に灯油が高騰して、本当に行政側が支援してきたという経過があるというふうに

思っております。それはちょっと記憶なので正しいかどうかっていうのはちょっと私も

あれですけど、多分そのときが１８０円ぐらいになったというときだったというふうに

思っとります。支援した経過があるというふうには記憶しております。ですから、今回

そこまでいってないという意味ではないんですけれども、やはり、どういいましょうか、

灯油もそうですし、いわゆる原油っていうかガソリンだとかいろんなところも上がって

きてるっていうところが背景にあるというふうに思っていまして、そのことによって、

どういいましょうか、電気料金も上がったりとか、そんな状況が現実だというふうに思

っとります。ですから、灯油の今回、鳥取県の補助の灯油券につきましては、各市町村

が実施したときには県が支援しますよという内容であります。ですから、基本的にはそ

ういうことも踏まえた形の中でこれからの交付金がどれぐらい来るかっていうことも加

味しながら考えていきたいというのが、総括的な捉え方で私はやっていきたいというふ
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うに思ってまして。といいますのも、ガソリン代も二十何円上がったり、灯油も上がっ

ておるのは事実でありますし、ただ、そのときに今、買物券だったか食事券の第二弾を

させていただいて、１月の中旬、どげだったかな、１０日だったかな、頃まで使えるよ

うな状況でありますし、また、今回の挨拶の冒頭にも申し上げましたが、そこが今３６

％台の、１１月末ですけど利用率っていうところがありますので、ですから、決して買

物券がその灯油が買えないという状況では、対象外に入ってないということではないの

で、そういったとこの包括の中で取りあえず年を越していただきたいなというふうに思

ってまして。また、低所得者の皆さんも１０万円の給付っていうところが国の制度の中

で盛り込まれてますし、計画が、あくまでも計画です、その部分は。あるいは１８歳以

下の子供さんには、年内ですけれども５万円の支給っていうような対策も取られている

経済対策がありますので、そういったところが、そういった関係もトータル的に考えた

ときに、どういいましょうか、これからの日南町の中の経済対策を改めて検討していき

たいという意味でありますので、灯油券を補助があるからしないっていうことではなく

て、トータル的なところで私は考えていきたいというふうに御理解いただければと思っ

てます。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） せっかく県が補正予算で事業を思いついたわけだから、

日南町としてもできる方法を模索していくべきじゃないかなというふうに考えますが、

状況を見てとかいうふうに言われますけども、厳冬期を迎えてね、やっぱり灯油をたか

れる家庭も圧倒的に多いと思いますが、その点どう思われますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっとあの誤解を招いてはいけませんし、私も話し方がまず

かったかなというふうに思っとりますが、鳥取県の補助金を今、使わないという意味で

はないんですよ。制度ですので最低でも年度内は可能性があるっていうふうに思っとり

ますので、ですからちょっと腰を据えた形の中で交付金あたりの額のことも踏まえて、

その中で総括的に対応していきたいというふうに思ってますので、県の補助金を使わな

いということを今、言ってるということだけはちょっと誤解を招かないようにしていた

だきたいというふうに思います。ただ、それがあるからという話ではないというふうに

思っていますので、ですからいろんな灯油だとかガソリンあたりも当然値上がりしとる

わけですから、そういったところも含めた形の中で検討していきたいというふうに理解

していただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私、答弁をちょっと誤解していました。というのが、状

況に応じては予算化、町でも取り組むけどもというニュアンスではあったけども、取り

あえずこのたびは予算を組まないけども、今後の状況によっては全体の国のコロナの交

付金等も含めて検討をしていきたいという意味ですか。そこをもう一度はっきり答えて
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ください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 灯油にしてもどんどん変化するというふうに思ってますし、ま

た１２月からは先ほども一部お話ししましたけど、電気料金が上がったりとか、食材が

上がってきてるという状況が国内の状況だろうというふうに思ってます。ですから、灯

油単体っていうところではなくて、トータル的な捉え方をしていきたいというふうに思

ってまして、結果としてその部分で灯油だとかガソリンに支援するっていう区分的なと

ころは生まれてくるっていうことは御承知いただきたいというふうに思っております。

ですから、状況に応じて、今後の状況の中で判断をさせていただきたいというのが思い

でありますので、県の補助金を使う使わないっていう話ではなくて、まずは町としての

実態を把握しながら、適用ができるところは適用していきたいというふうに思っとりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 次に、米の暴落についての対応について求めます。日南

町だけでなくて、全国で本当、深刻な事態になってます。米農家は特に。いろんな施策

を取り組んでいる県があるんです。例えば、１反当たり ０００円とか１万円とか、そ

れから３０キロ当たり１反なら生産量がいろいろ農家によって違いますから、１反当た

り ０００円とか５００円とかいう独自に自治体で取り組んでいる町村、全国にはいろ

んな、隣の岡山県も助成制度を発表しました。ですから、町長は全国の価格支持、支援

の仕組みの流れをやっぱり研究されて、それぞれの都道府県、財政的なことはもちろん

ありますよ、ありますけども、やっぱり気持ちだけでも農家を支援しようと、来年もし

っかり米を作ってもらおうという意気込みをやっぱり町長自ら示していって、確かに予

算は少ないけれどもということを検討するべきだと思うし、現に農協も ３００円だっ

たのを追加払いで１４０円ですか、支払っています、１袋当たり、３０キロ。ですから、

今後どのように農協は対応するか分かりませんが、やっぱり自治体として米の検査料を

昨年まで支援していた。町としてもやっぱり何らかの支援を考えるべきじゃないかなと

いうふうに思いますが、どうでしょうか、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） おっしゃられるように、今回の単価減につきましては大幅なも

のだというふうに私自身も理解しておりますし、加えて申し上げますこと平成の２６年

だったかな、頃だったですかね、 ０００の中頃の単価だったというふうには概算金で

すけど、そういう状況が過需にあったということはもちろん承知をしておりますが、そ

ういうところで現状からいきますと、収入保険あたりを加入して、できるだけ減少幅を

少なくするという仕組みの支援あたりに切り替えたというのは既に御承知のとおりだと

いうふうに思ってますし、先ほど冒頭言いましたように、そういった保険の加入者も若

干かもしれませんが増えてきてるっていうのは多少でも効果があったんではないのかな
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というふうには思ってます。

ちょっと他の市町村あたりの動きについては、掌握については現時点では把握し切れ

てないというところが現状ではありますけれども、ただ、私はこのことももちろん大切

にしていかないといけないっていうふうに思っとりますが、根本的なところの中で、や

っぱり農業についての日南町としての取組は根本的なところから変えていくっていうこ

とをやっぱりしていく時期だろうというふうに思ってます。確かに生産物ですので、自

由化の中で単価が上がったり下がったりするっていうのは現状ではあるというふうに思

っとりますが、できるだけやっぱり足腰の強い農業っていうところに取り組むべき時期

ではないのかなというふうに個人的には思っておりますので、関係者も含めて農業を営

んでる皆さんあたりとそういったところを、方向性をきっちり出す取組をやっぱりして

いく時期だろうというふうに私は思っていますので、そういったところの中で今後の農

業の在り方につきましては様々な在り方っていうのはあるというふうに思ってますし、

また課題も当然皆さん方も理解されてるっていうふうに思っていますので、そういった

背景も踏まえながら今後の在り方というのはやっぱり議論していく必要性があるという

ふうに思ってますし。法人の皆さん、あるいは農家の皆さんの御意見をいただきながら

で、改めて挑戦する形の農業っていうのに加えていく必要性があるというふうには思っ

てます。

そういった意味で、答えにはなっとりませんけれども、基本的にはこういった減幅が

多いっていう話もありますので、ちょっと関係者の皆さんと協議をしながら検討はして

いきたいというふうに思っておりますが、なかなかどの幅っていう、来年度作ってもら

う方への気持ち足すって話も施策の在り方とすればあるっていうふうには思っとります

が、ちょっと状況を見ながら考えさせていただきたいというふうに思っとりますが。現

時点では、いわゆる一つの制度っていうか、収入保険あたりの補助金も加えたという話

もありますので、その辺を配慮していただくとありがたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 昨日から一般質問、同僚議員がされて、ある議員はＳＤ

Ｇｓの発言もされました。皆さん同僚議員が本当にＩターンやＵターン、定住対策、ど

うして進めるかということを皆さん悩んで、困っている発言がありました。だけども、

やっぱり町長の答弁が非常に不明確な。確かに確信は持てないのは議員も一緒なんです

よ。きちっとした、これをやればＵターンが増えるとかないけども、せめてやっぱり米

づくりの農家の所得が守れないような町は駄目ですよ、はっきり言って。私はそう思い

ますね。５５０、ここの個人法人生産組合が７３０ヘクタールの米を作っていられる。

やっぱり米の町なんですよ。一番農産物の販売高が多いのは、畜産は別として米なんで

すよ。だから、米を作りながら副業でいろいろ建設業になられたり、役場の職員も米農

家の皆さんおられると思いますよ。ですから、そういう基幹産業が守れない町は、それ

は成長しませんよ、はっきり言って、私はそう思っています。ですから、コロナの中で、
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コロナ疎開もあるんじゃないかということを私もある文書に書きました。こういう、２

５％から３０％の人が都会から農村に目が向いているというアンケートもありますから、

だから本当はチャンスなんですよ。チャンスだけども、収入が安定していない。それが

もう皆さん知っている。農地売りますよ、だけど買い求めない。なぜかというと、来年

の生産をするための資金がない。それはいろんな制度があるにしてもね、再生産が保障

されないような産業に誰が就きますか、本当。ですから、せめて単価は少なくてもいい

から、日南町の米農家をこれだけちょっと支援しますということをはっきり、コロナ対

応のことも含めて、コロナが原因で流通が減ってるわけだから、単町でもできると。国

は、それは確かに１５万トン隔離しましたよ。一定の予算組みました。だけど、価格に

反映しないんですから、結果的に。やっぱりそれぐらいしないと日南町に人は増えませ

んと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと誤解してほしくないっていうのは、基本的にはやっぱ

り町内は第一次産業が生産基盤だというのは、そこは確立しているっていうふうに思っ

てます、誰もが。ただ、私が思って先ほど申し上げたのは、やっぱりそれこそ所得を上

げていく農業に切り替えたいという思いがあって、それを再構築すべきだろうというふ

うに私は思ってます。

ですから、確かに市場価格の中で変動して大きいっていうのが今回かもしれませんが、

基本的にはやはり国のほうにしても所得が上がる農業だとか安全な、あるいは食料を確

保するというところの基本方針の中で進んでますが、現実的にはなかなか現場から言い

ますとなかなかできてるところとできてないところっていうふうに思っていますので、

だとするとやっぱり町は町の中で本当に農家さんも含めて誰もが考えていくのが農業だ

ろうっていうふうに私は思っています。その基本がやっぱりあるべき姿は所得が上がる

農業、所得の確保ができる農業っていうのに目指すべきだろうというふうに思ってます。

ですから、それをするための施策っていうのをやっぱり来年度からはやってみたいな、

要は新しいことに挑戦するっていうことの仕組みを全体が一遍にっていう話にはならな

いっていうふうに思ってますけども、そういったところを組み入れていきたいなという

ふうには思っていますので、ですから、どういいましょうか、一般的には右往左往する

んじゃなくて、足腰の強い農業っていう形のほうで目指していきたいというふうに思っ

とります。

ただ、今回の、どういいましょうか、かなりの減額に対しては、先ほど冒頭から言っ

ておりますけども、交付金あたりのことも踏まえて検討していきたいというふうに思っ

ていますし、また、議員おっしゃられたように、今回の減額の原因はコロナの影響が、

背景があるというふうには私自身も認識しておりますので、そういったところに加味し

ていきたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。
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○議員（４番 久代 安敏君） ＳＤＧｓだ、持続する町ということで、いろいろ頑張っ

ておられます。だけども、さっき町長言われましたけど、新しいことをやっていきたい

ということもいいけども、やっぱり今まで営々と続いてきた稲作の文化ですよね。それ

をきっちりまずは引き継ぐと、引き継いでいくとしながら、それはいろいろのスマート

農業だ、あれこれありますよ。それはそれでいいです。だけども、基幹産業である米と

和牛の町だったわけですけども、それをやっぱり守りながら、伝統を守りながらまた新

しいことをいろいろ発想していかれるのはいいけども、何かスクラップ・ビルドじゃな

いけども、せっかく作ってきたコシヒカリ、食のいいコシヒカリとか、そういう米も本

当に大事にしながら、そこはしっかり価格補償として守っていくことをぜひとも、コロ

ナの影響もあるので、国の創生交付金か何かあれば農家に少ない金額でもいいから考え

てほしいなということをあえて申し上げまして、次の質問に、最後の質問に移ります。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 誤解をしていただかないようにしていただきたいというのは、

米がいけんという方向で考えてるっていうわけではないですよ。日南町の当然、主食用

の生産でいえばお米でありますし、トマトでありますしという話だというふうに思って

ますので、ですから、米づくりをやめなさいとか方向転需するとかって話ではなくて、

基軸は当然ながらお米だろうというふうに認識してますし、また、評価の高い生産物だ

というふうに認識しておりますので、そこはちょっと誤解をしないでいただきたいとい

うふうに私のほうから述べさせていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 誤解はしてません、誤解はしてませんので。いや、私は

本当にこのたびの、もう一度申し上げますけども、極端な価格暴落なんですよ。ですか

ら、皆さん、特に大型農家の人も困っていられるので、やっぱりそれなりの対応を町と

してもすべきだということの意味で申し上げました。全然、誤解はしてません。

最後に、日南町単独災害のことなんですけども、単独災害のこの補助事業は、やっぱ

り災害が発生してからの申請です。私が申し上げたいのは、やっぱり住宅の、住宅には

墓地も含めてですね、割と木が、立木が、邪魔になる立木が立っているという形態のと

ころが結構あるんですよね。それを事前に伐開をして、風倒木にならないような家屋敷

に、あるいは墓、墓地やが安全に住まいができるようないうところに対しての補助制度

を新しくつくって、要綱に付け加えてもらえないだろうかという提案なんですが、はっ

きり言って今、検討する考えはないという答弁なので、そういう現実の状態が町内にた

くさんあるという認識は持っておられますか。そのことをちょっと共有したいんですけ

ども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、日南町の地形がこういう地形だというのは誰

もが住んでる中であるというふうに思ってますし、当然家屋が山際のほうに点在ってい
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うか配置をしてきた昔からの流れがありますので。ですから、現状的にはそういうとこ

ろがたくさんあるというふうには思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） この単独災害は、住宅の場合は５０万、５０万、２分の

１で１００万円と最初の補助が２０万と、一応４つの単独災害の支援事業がありますけ

ども、町長はそういう日南町の狭隘な町、地形によって支障木が見受けられるというこ

とを認識は共有されているようですけども、特に高齢化率が高い日南町にあって、なか

なかすぐに業者に頼んでもなかなか対応してもらえないとか、そういう声も実際に聞い

ているわけですけども、そういうことについて安全、安心な、身体の安全という意味に

おいて町民の安全な暮らしを守るためにこういう補助事業を新たに考えてみられるとい

うことは、重ねてどうなのかということをお聞きしますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 大規模、大規模言やあおかしいですけど、国のあたりの考え方

については、やっぱり国土強靱化であるとか防災・減災あたりの動きの中で、やっぱり

予防っていう感覚が少しずつ加わってきたというふうに思っていまして。例えば、河床

掘削にしても一部分に堆積して、大雨が降ったときにそれが原因で災害の起こりやすい

っていうような状況がありますので、そういったとこでの国の動きも若干ですが考え方

が進んできたというふうに理解をしておりますので、そういったところをどういう形で

できるかというのはこれからの在り方だろうっていうふうに思ってますし、そういった

ところに期待もしたいなというふうには思っていますが、ただ、現状の中で申し上げる

と、それこそ国の考え方の制度の中で、レッドだとかイエローだとか、そういったとこ

ろのゾーンが明確になってきたっていうところもあります。多くは多分、家屋っていう

話になるとかなりのところがそういうところに該当するところが多くなってきてるとい

うのが現状の話かなというふうに思っていますので、ですから、単町でできる話かどう

かということも踏まえながら、状況把握に努めていきたいというふうにはまずは思っと

ります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） この単独災害の事業は、過疎債を使われていますかね。

たしか何かそのような気がしてますけども。それをちょっと確認して、まずおきたいと

思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） ちょうど過疎債であったか緊防債であったか、ちょっと正

確には覚えておりませんけども、有利な起債対象を財源につけておるというふうに認識

をしております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） いろんな、この案件は災害が発生する前に対応をしてほ
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しいということなんですから、ちょっとたてりが違うというのは重々承知してます。だ

けど、明らかにあの木が、大風が吹いたら倒れて母屋にかかるなというふうなことがあ

った場合は、やっぱり対応できる方法があってもいいじゃないかということです。

もう平行線になるから、今後ね、いい事業があれば検討もしていただきたいというふ

うなことを述べて、最後に町長が誤解されたらいけんからということを言われましたの

で、私はやっぱりいわゆる、確かに米やトマト、ネて、ブロッコリーとかいろんな作物、

日南町の農家作られております。だけどね、ＳＤＧｓを本当に進めようとしたら、やっ

ぱり環境にいい、もちろん米、水田は一番多面的機能を発揮する、１０兆円とも言われ

る、日本中ね、産業なんですから。ですから、水がダム機能があって、本当にいい作物

なんです。もちろん連作障害もありませんし、何年作っても障害が出ないんですから。

ですから私は本当に日南町の農業をしっかり守っていくためにも、まずは水田、米づく

りを大事にしていく、そういう町政を進めていただきたいということを最後に申し上げ

て、私の質問といたします。

○議長（山本 芳昭君） 久代安敏議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時からといたします。

午前１１時４９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

ここで執行部から発言が求められていますので、これを許します。

木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私のほうから午前中の一般質問の答弁の

中に誤りがありましたので、訂正の報告をさせていただきます。

午前中、久代安敏議員からの単独災害の緊急対策事業についての財源の御質問の中で、

私の勘違いで起債活用というふうな答弁をいたしましたが、一般財源による財源確保で

ございます。間違っておりました。おわびして訂正をいたします。

あわせまして、もう１点、昨日、坪倉勝幸議員の御質問の中で行革の委員会の意見の

取りまとめのホームページ掲載データ、この日付が令和２年２月となってございました。

正しくは令和３年２月ということで、ホームページデータのほうも差し替えをさせてい

ただきました。こちらもおわびして訂正をいたします。失礼します。

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、続きまして、一般質問を続けます。

タブレット１４ページ、６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） １２月定例会、最後の一般質問をさせていただきます。

今回、私は日南町のライフラインについて質問いたしたいと思います。９月の決算審

査においても、指摘をいたしましたが、改めて町道の維持管理や橋梁の点検、修繕計画
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について伺います。

次に、簡易水道の状況について伺います。報告によりますと、配水量に対する有収水

量率が年々下がってきております。漏水が主な原因と思われますが、対策について伺い

ます。

続きまして、令和４年度からの日野郡三町のし尿くみ取り料金が、条例改正をされ、

値上げされますが、現在、据え置かれている日南町の上下水道の料金はどうされるのか、

伺います。

最後になりますが、簡易水道が普及していない地域に対して、井戸水等安定確保推進

事業による補助事業があります。この事業は、新設のボーリング井戸のみの助成であり、

既設の給水設備に対する助成が盛り込まれておりません。未普及の地域には高齢者世帯

が多く、助成の対象にする必要があると考えますが、町長の見解を伺います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 荒木博議員の御質問にお答えします。

まず、日南町のライフラインについてということで、町道の維持管理あるいは橋梁の

点検、修繕計画についてということの御質問でございます。

町道の維持管理は、年間維持工事によりまして、除草や舗装補修を業者に発注してお

ります。また、道路のパトロール報告や地元からの修繕要望など、必要な維持修繕を実

施しておるところでございます。橋梁点検につきましては、平成２５年度の道路法改正

によりまして、道路管理者に５年に一度の点検が義務づけられ、２巡目の定期点検を実

施しているところでございます。定期点検の結果に基づき、平成３０年度に橋梁長寿命

化修繕計画を策定しております。町道の橋、町道橋２１９橋のうち健全性の診断におけ

る判定区分であります３という区分がありますが、早期の措置段階という区分でござい

ます。該当する橋梁は１２橋あります。また、判定区分の４、いわゆる緊急措置段階と

いう区分がありますが、ここに該当する橋梁は１橋あります。これは、通天橋でござい

ます。予防保全型の補修対策によりまして、コスト縮減を図ってまいりたいというふう

に思っております。

次に、簡易水道の漏水対策でございます。簡易水道の直近の３年間の給水状況は、答

弁要旨に示すとおり、令和２年度の年間配水量は約４７万 ０００立米で、年々増加し

ておりますが、給水量は約３６万 ０００立米でてばいとなっていることから、有収水

量率が７⒌６％まで低下しております。漏水対策は、毎月の水道の検針で、使用水量の

変動により、宅内漏水が疑われるものは、個別に確認を行っております。配水管の本管

や給水管は、漏水調査により、漏水箇所を特定し、無効水量の削減に努め、営業費用の

縮減を図ってまいりたいというふうに思っております。

次に、令和４年度の上下水道の料金、し尿くみ取りの料金についてでございますが、

上下水道事業は、人口減少や水需要の減少により、使用料の収入の減少が見込まれます。
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一方、施設の老朽化に伴う更新につきましては、多額の費用が必要となってきます。現

在の経費削減だけでは、経営の改善が困難であることから、令和４年度は、安定経営の

ために必要な経営の戦略の策定に取り組み、持続可能な運営に必要な料金体系の試算を

行うこととしております。なお、行行のくみ取り料の１立米当たりの ６８０円は、据

置きの見込みでございますが、ちなみに、日野郡の三町の衛生施設組合のし尿くみ取り

料ですが、１リットル当たり１万 ７１５円が令和４年の４月、来年の４月からは１万

８３６円に、少し８８（発言する者あり）あっ、１ ⒉か、大変失礼しました、前段階

ですが、くみ取り料ですが、１⒈７１５円が、令和４年４月からは１⒉３８６円に条例

の改正がなされたところでございます。

次に、井戸水等の安定確保推進事業についての御質問でございますが、家庭用の水施

設整備推進事業は、水道未普及地域におけます家庭の生活環境の改善のため、ボーリン

グ井戸の新設または更新費用の３分の１、上限を９０万円を補助しております。補助金

の工事の対象は、井戸ポンプや浄水施設、いわゆる滅菌器でありますとかろ過器という

ところの施設でありますが、そういうところなどの設置費用も含まれております。これ

までに、補助の上限額の引上げを３０万円から９０万円に、そして、補助対象の工事の

ほうにも追加として浄水施設などの制度拡充を行ってきたところでございます。

以上、荒木博議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） まず、１番目の質問でありますが、町道の維持管理や橋

梁の点検、修繕についてであります。今回質問したのは、幹線ではなくて、町道の、農

道も含めて支線のことでありますけども、例えば、災害復旧であるとかそれから木材の

運搬であるとか、要するに細い道でも大型車両の通行が最近増えてきとるように思いま

す。そうすると、どうしても起こるのが、道路の路肩の沈下であるとか、それからカー

ブの舗装がめくれるとか、そういう現場を見ておりますので、ここで改めて質問をさせ

ていただきました。

それに対して、例えば、町が発注する災害工事の現場である場合、例えば下見、現地

説明とかあるときに、例えば路肩でも崩れておるとか、そういうときには、普通であれ

ば鉄板を敷いて、工事中は鉄板を敷いてくださいとか、そういうような指導が果たして

なされているのかどうかというのを伺います。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 御指摘の点です。災害復旧工事とかそうした場合には、工

事の条件、進入路が脆弱である、例えば、あと農道を使うとか林道を使うという場合に、

必要な進入路に、御指摘のとおり、鉄板が必要でしたら工事のほうで条件で追加すると

いうような扱いをやっております。木材運搬で町道っていうのは、通常の搬出の、搬出

のトラックが通うというところで、基本的には、過積載でなければもつというような前
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提ではありますけれども、古くなった舗装や路肩等は破損が起こる場合があります。そ

うしたところは事業者のほうで保護していただいたり、逆に、道路が古くなり過ぎとる

というところは、町道の維持工事のほうで対応するというようなことでやっております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 町の発注の工事に対してはという説明であって、例えば、

木材の運搬、もう最近、当然増えております。そういうことに対する指導というのは、

特にはされてないということでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 特に、町道ではなく特に農道ですね、山から農地を通って

公道に、町道、県道に出る場合ですが、そうした場合には、農道で圃場整備で整備した

農道については、各地区の委員さんの確認を取ったり、条件をつけてもらったりという

ところで、現場対応をそれぞれに行っているところです。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） えらい、非常に簡単な説明でちょっとあれですが、今、

橋梁の点検について５年に一度という説明を受けました。それで、判定が３であるとか

４とか、３が１２橋、それから４が１橋ということですが、例えば、ダンプの１０輪で

あれば２０トンを超えるわけですね。私の目で見ても、例えばクラックがあるとか剥離

があるというような橋がありますが、点検の頻度ですよね、そういうのを改めて点検す

るような事態というのは、今まで、もう５年に一度という、確定でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 答弁のほうにもありましたように、道路法に基づく町道、

県道、そうしたものにつきましては、５年に１回は近接目視ということで、詳細な点検

が定められております。それ以外につきましては、異常につきましては、町道の定期的

な、年に４回必ず行うパトロール、そういったところで異常を発見した場合には、修繕

工事のほうで対応しているところです。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 今、橋梁の点検というのは近接目視ということですが、

その近接目視というか点検をされるのは、専門の業者がされる、それとも町の職員でさ

れるのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 日南町の場合には、専門に、コンサルタントのほうに外注

で点検を実施しております。職員のほうは、緊急事案がない限りは、職員が直接という

ことは現在しておりません。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 緊急というのを誰が判断するかというのですが。例えば、

今３の１２橋については、私は、例えば１年ごとでも見て回らなきゃいけないというよ
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うな考えを持っておりますが、もう、それについても、やはり専門の業者に５年ごとに

ということになるわけでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 法定点検ということで、国のほうから補助を受けてやって

いるものは５年に一度というところです。毎年必要だということになりますと、費用の

こともありますけれども、点検頻度を、やはり、外注すると相当な、それなりな金額が

積み上がっていきますので、今のところ２巡目が始まりましたが、５年経過をして点検

というのは、修繕自体が５年で異常があるものが終わりませんので、５年の点検で十分

賄えているというふうに判断しております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） いうような説明でございますが、私の思いは、道路にし

ても橋にしても、やはり職員もしっかり点検をしていただきたいということであります。

それで、もう一つ伺いますが、これから積雪の時期になります。９月の定例会でも指

摘をしておりました支障木についてですが、それの検討というのはされておりますか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 支障木の適正な管理というところで、決算の指摘でありま

した。その後、除雪にも絡むんですけれども、地元とかの要望なり、この議場でも直接

要望があった案件につきましては、せんだって、１１月の終わりぐらいに、その部分に

ついては完了しております。先般、１１月の終わりに除雪会議をしております。また、

オペレーターさんが自分の担当の路線、そういったところを点検したときに、また追加

の要望等は対応していきたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 適切に対応をされているというふうに理解してよろしい

かと思いますが、あと、道路の維持管理について、地元の方のボランティアによるよう

な、どういいますか、ような材料の支給であるとか、委託料を払って草刈りをしていた

だくようなのがあったというふうに記憶しておりますが、その点について実績等、その

辺分かりますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 今、直接数値的なものはちょっと手元に持っておりません

が、通常、道路の草刈り、除草につきましては、各自治会のほうに、毎年６月１日から

１０月いっぱいまで、年に２回程度草を刈っていただくというところで、その費用支弁

というか、一部の支弁をしております。かなりな、ちょっと数はあれですが、金額的に

は５０万円を超して６０万円の手前だったというふうに記憶しております。あと、原材

料の支給ですが、最近、あまり実績がありませんでしたけれども、道路の砕石を今年度

実施、自治会から要望があって砕石とま砂だったと思いますけれども、それを支給して、

地元で補修をしていただいたという事案はあります。
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○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） その委託料として、支弁費用として５０万、６０万とい

うことになりますと、かなりな量をボランティアでやっていただいておると思います。

たしか１キロ当たり１万円ぐらいだったと思いますが、その点について間違いないでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 単価的には１キロ当たり１万円で今年度は実施しておりま

す。ただ、来年度に向けてなんですが、春先の自治会、まち協の合同要望の中に、単価

の見直しというようなことも触れられておりますので、新年度予算でいえば、ちょっと、

まだ言っちゃ駄目なのかな、原課としては予算のほうをもう少し何とかならないのかな

ということで財政と協議をする予定です。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 何とかなるようによろしくお願いしたいと思います。

次に、簡易水道の配水量に対する８８。

○議長（山本 芳昭君） いや、すみません、町長がいらっしゃるので、町長の答弁を求

めたらいかがかなと思ったんです。

○議員（６番 荒木 博君） いや、今向こうに振っておられましたので。では、町長

に伺いますが、ボランティアの除草作業ということに対して、単価についてのお考えを

お願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、地元でして、除草が中心だろうというふ

うに思っていますが、町道の町道脇全てやっていただいてるわけではないですので、そ

ういった意味で、比較検討すれば、当然、地元のボランティアの皆さんの単価っていう

のは少ない単価だろうというふうには認識しておりますが、ちょうど私の住んでいると

ころもそういうところをさせていただいてるっていうふうには理解しておりますが、ち

ょっと金額的なところは頭になかったというのが現状でありますが、要はそういったと

ころの実態把握しながら前向きに検討はしていきたいというふうに思っていますので、

最終的には、予算編成の中の過程の中で結論させていただきながら御提案させていただ

きたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） ただいまの町長の意見はイエスというふうに取らせてい

ただきます。

それでは、簡易水道の配水量について質問いたします。無効水量というのが、平成３

０年と令和２年を比較しますと、ざっと倍増しております。米子市みたいな大きなとこ

でいいますと大した量ではないですが、日南町でいいますと、かなり率が高いわけです

が、調査の進捗状況について伺います。
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○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 漏水量につきましては、決算の事業概要の中でもこうした

漏水のために配水量が増えてるということを御指摘いただいております。過需には、平

成の２８年に同じぐらい、８０％を切って７⒐２％にまで落ちたことがあります。その

ときには、特に多里地区と白谷地区が影響が多いというところで、夜間の漏水調査、そ

ういったもので取り組みまして、約９０％近くまで復活させたことがあります。

今回、それ以降、１５％近く落ちてるというところで、また、影響的には多里地区が

大きいというところで数値的には確認しておりますので、そうした前回のような漏水調

査を実施したいというふうに担当と考えております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 考えておられるということでありますが、実際には、前

回よりもひどくて、７５％台ということに有収水量率というのが下がっておりますので、

適時対応していただきたいというふうに思いますが、その漏水のあったときに、例えば

修繕について伺いますが、緊急、漏水、例えば本管配水管の漏水があったときに、緊急

に修繕をしなきゃいけないということがあると思います。そのときには、特定の業者に

依頼するわけだと思いますが、私はその配水管ないし布設替えをした業者が責任を持っ

てするのが一番いいというふうに考えておりますが、それについて伺います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、有収率が低いっていうのは基本的によく

ないというふうに思ってますし、また、経過につきましては、課長のほうから申し上げ

たとおりだというふうに思っとりますが、基本的に新しい、新しい言やあおかしいです

けど、ところが多いっていうふうに思っていますが、ただ、一方では、やっぱり本当に

古いものの配水管、給水管があるというのも事実ですので、そういったことの長いスパ

ンから見ると、おっしゃられるように、布設業者のほうが管理をするみたいなイメージ

のっていうのはあるというふうに思ってますが、ただ、そこはまだまだ、なかなか実体

的に難しい側面もあるのかなというふうに思っておりまして、それこそ、現在、業務を

休止されている会社もあったりしますし、また、職員体制がなかなか難しいという業者

も、一部ですけれどもあるというふうに思っとりますので、ただ、一番大事なのは、行

政側として配水管がどこの位置にあるかというところを、どういいましょうか、地図的

なことも含めてですが、そういうところで管理をまずはするっていうことが大切だとい

うふうに思ってますし、また、それを事故があるときには、事故の内容はいろいろあり

ますので、いわゆる目に見える形の中で、どういいましょうか、修繕箇所が分かるケー

スとそうでないケースっていうところがあって、要は、目に見えないケースっていうの

が多分たくさんあって漏水っていう話になるというふうに思ってますが、そういったと

ころは、やっぱり数字的なところで、どこの辺のエリアが、エリアというのはある程度

特定しながら、前回もそうですけども、専門的な業者の力もお借りしながら、どういい
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ましょうか、漏水の軽減に努めていきたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 町長の説明のとおりだと思いますが、例えば、修繕工事

というのは、業者にすれば、修繕工事ってあんまりおいしくないですね、実際に。新規

に布設替えとか、新規の布設のときには、その契約のときに、基本的に、倒産をすれば

当然あれですけども、基本的なルール、暗黙でもよろしいですが、工事をした業者がそ

の責任を持って修繕をするというようなことも必要ではないかというふうに思います。

それはそれでよろしいですが、何年か前から遠方監視システムというのを取り入れて

おります。配水池であるとか浄水場とか、瞬時に連絡が来るようになっとると思うんで

すが、その来たときの作業の流れといいますか、修繕までに、今年でも断水とかあって、

配水池が、水源が低下したこともあります。そういうときに、担当課の誰かに連絡が行

って、その後の流れというのはどういうふうになっとるのか、修繕までの、完了までの

流れをちょっと教えていただきたい思いますが。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 統合事業に絡んで遠方監視システムというところで、配水

池なり浄水池なり、そうしたところの流量だとか水位だとか、そういったものはこれま

で、特に冬場の漏水などそういったところで瞬時に、現在状況が把握できるというとこ

ろで役に立っております。

今年も下石見のほうで本管漏水が実際ありました。そのときにも、配水池の水位が異

常に低下する、そうしたときの警報が、担当のほうに、私にも入りますが、職員のほう

に数値的に、自動的に通報されるというところで、それを受けて即時にまず職員が出て

漏水箇所なりそういったものが直接見つけられればいいんですが、それ以外では、仕切

り弁で止めて漏水を止めるというような作業までは職員がやります。

今年ありましたものは、なかなか道路の上のほうに水が噴き出るとか、そういったよ

うな壊れではなかったので、津山市のほうから漏水の詳細な調査ができる業者を呼んで、

場所を見つけまして、その後、それの管路の修繕工事というところですが、町内業者の

ほうに、できる業者さんは限られますが、そうしたところに声をかけて、最終的には米

子市の業者さんのほう、町内の業者さん経由で米子市の業者さんと併せて修繕をしたと

いう経過があります。

先ほどもありますように、町内の業者で対応できるものが一番いいんですけれども、

なかなか今の工事で、本管工事をしたところにそれを義務づけるという形はありません。

こういった企業会計の場合は、業者委託というか、民間委託とかそういったものもあり

ますので、長いスパンでいけばそうしたものも検討していきたいというふうに考えてお

ります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 質問としてはちょっと変な質問であったかもしれません
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が、修繕をする業者にとれば、なぜうちだけ修繕というやな声も聞いたことがあります

ので、改めてそういう質問をしました。

それで、例えば修繕をする場合に、日南町は当然管材業者というのはありません。私

はどなたが修繕されようと、全てとは言いませんが、ある程度は修繕用の管材であると

いうのをストックしとく必要があるんじゃないかというふうに考えますが、いかがでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 緊急修繕に係る材料というのは、毎年、ある程度は上下水

道のほうでストック、管材なり部材なり、そういったものについては、すぐ対応できる

最低限な資材っていうのは、買い増して備蓄をしている状況です。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） では、この質問はここまでとしまして。

次に、３番目に伺いましたし尿のくみ取り料金が上がりますよというお話ですが、来

年度といいますか、令和４年の４月からし尿のくみ取り料金が上がるのはもう決定した

ことでありますので、それで、それに伴って日南町の上下水道の料金のほうはどうされ

るのかというのを伺いたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 既に御案内のように、ここ何年間かは、どういいますか、水道

料金であるとか下水道の料金につきましては据置きという形を取らせていただいたとい

うふうに思ってますし、ただ、来年から確かに、三町衛生のほうではこういう形の中で、

少し値上がりが結果として生まれてきたということは事実ですけれども、これからそう

いったところを踏まえながら予算編成に向かうという話だというふうに思ってますので、

ちょっと全体の影響額とかそういったところはこれからの話ですので、早晩、すぐ私が

この場でっていう話にはならない状況かなというふうには思っておりますが。ただ、基

本的な捉え方につきましては、あくまでも個人的な現時点でのイメージですけれども、

据置きをできる限りはしていきたいというふうには思ってますが、とはいいながら、ど

ういいましょうか、この影響幅というところはしっかり確認しながらしていきたいとい

うふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 町長の個人的な見解を伺いましたが、上下水道に関して

は、消費税が５％、８％、１０％上がるという据置きというイメージでなしに、実際は

値引きをしているわけですからね。これからの、例えば事業会計になりましたけど、上

下水道の施設、維持管理していくためには、やはり値上げも必要ではないかというふう

に私は思っております。もしか、個人的な意見のように据置きということであれば、く

み取りの料金に対して、私は助成でもするべきではないかというふうに思っております

が、どうでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃられましたような背景もありますし、とはいいな

がら、例えば水道料金あたりに関しては、他の近隣の市町村あたりの料金とを対比する

と、どちらかというと、日南町の場合は高いっていうランクが現状であります。そうい

ったこともありますので、確かに経営的には経費が上がる材料というのは少しずつある

というふうに思ってますけれども、そういったところのバランスと、やっぱり基金あた

りの捉え方の中で整理する必要があるというふうに思っております。ただ、昨今のコロ

ナ禍でもありますので、そういったところの社会的な背景も配慮しながらという思いで、

先ほどは個人の見当ですけれどもというお話をさせていただいたということであります。

ただ、当然、どういいましょうか、利用者も減ってきたりという状況がこれから続くと

いうふうに思います。

そういった意味で、一つのインフラとして安心した、どういいましょうか、継続的な

形を取るためには、一方では、やっぱり必要なものは必要だろうというふうにどっかで

は判断しないといけないっていうふうに思っています。特に、やっぱり管路が長いとか

いうことがこういった地域では背景にありますけれども、そういったとこで条件不利的

なところは当然承知しておりますので、そういったところで、要は持続可能っていうか、

継続ができる経営体系を目指すというのが基本の理念としては持っておりますので、そ

ういったところの中で判断をさせていただきたいというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 大変参考になる意見ですが、昨日の一般質問の中でもあ

りました、町民の皆さんに対して公平感を持って対応をしていただきたいと。ですから、

もしか、据置きをされるようであれば、やはり助成をするべきだというふうに考えます。

では、続きまして、最後の質問をさせていただきますが、水道の未普及地域に対する

井戸水の安定化供給推進事業というのがあります。その中で申し上げますと、日南町家

庭用水施設整備推進事業助成金交付要綱というのがございます。その中で、交付要綱の

中でボーリングのみという指摘があるんですよ。井戸の掘削って何種類もあるわけです

が、なぜ、ボーリングのみということになったのかというのを伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） ボーリング井戸に、ボーリング工事等にはしておりますけ

れども、古い井川の井戸っていうか、土管の井戸とか、そういったものというのは、現

在あまり、それをもって新しく井戸を新設されてるというのは、案件は少ないと思いま

す。安全な水を確保するというために、水は確保できても、例えば大腸菌だとか水質検

査のほうで安全性が損なわれるというところで、この事業がスタートしてから掘り抜き

のボーリング井戸というのが主流で補助の対象にしているところです。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 先ほどボーリング等という、等が出ましたけども、等と
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いうのは、ボーリングに関係する施設、例えば滅菌器をつけたり井戸ポンプをつけたり

というふうに解釈しておりますが、それで間違いないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） この要綱は、ホームページのほうにも分かりづらいところ

に出てはおりますけれども、補助の対象工事がボーリング工事と、あと施設としては、

取水管工事、ポンプ設置工事、給水管工事、浄水設備というところにありますので、そ

うした浅井戸を除外しているというわけではありませんが、水質の検査では、ほぼ検査

上大腸菌なり濁度とか、そういったところで支障になるというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 明確な回答がありませんでしたが、井戸のボーリングで

なしに、例えば４ち込みの井戸があったり、オーガによる掘削があったり、それから重

機の掘削が、今、課長言われた井戸を手で掘って入れるというような井戸もありますが、

そういうのを対象になると考えてよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 水質検査に合格すればあり得るとは思いますが、多分、通

常そうした場合は、水質検査のほうで飲用に不適という判断が出ると考えておりますの

で、計画書がりに上がってきますと、実施については協議するということになると思い

ます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 先ほど、等と申しましたが、例えば大腸菌が出る可能性

が一番大きいわけですが、そうすると、滅菌器をつければその等の設備になりますから、

全然問題ないというふうに思いますが、いかがですか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 滅菌器をそうした場合に後年度でつける、水質が収まるま

で、りに半年まで待っても検査に合格しないという場合は、滅菌器を後年度で追加する

というのが、先ほどの制度拡充の一つです。ただ、やはりボーリング井戸なりそうした

ところは高いものですから、意外と、実際のところですけれども、水質検査が不合格で

も滅菌器はちょっと待ってくれというような事案も実際出ております。なので８８

（「質問が、答えが違うような気がしますが」と呼ぶ者あり）えっ、違った８８（「基

本的には対象になるか」と呼ぶ者あり）それが妥当施工方法でしたら対象になるという

ふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 先ほど陰の声が聞こえましたが、要するに、４ち込みの

井戸であっても、例えばオーガで掘っても対象になるというふうに解釈させていただき

ます。よろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

－５１－



○町長（中村 英明君） 基本的には、家庭で使われる、あるいは台所で使う飲み水って

いうところのためのものですので、そういったところが目的としてできるなら対象では

ないのかなというふうに思っておりますが、担当課長からいえば、やはり簡易的なとこ

ろの井戸の在り方については、先ほど言いましたように、飲み水として適正になりにく

いっていう状況が想定されるということですので、申請が上がった段階で、そういった

ところの内容も含めて御家庭の皆さんと協議しながら実効ある工事あるいは補助金を投

与するっていうか、そういったところは協議しながら進めていきたいというふうに思っ

ていますので、ですから、頭からいけんということではなくて、最終的には、飲み水が

担保できる形を恒常的に恒久的につくるというのが目的でありますので、そういったこ

とを念頭に置きながら相談をさせていただければというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 先ほど町長の答弁を頼りに、次の質問をしたいと思いま

すが。本来は、私がここで質問をしたかったのは、その家庭用水の推進事業の補助金に

対して、これが平成７年から始まっておるわけですね。３０万から今現在９０万という

助成でありますが、それ以前に、例えば井戸を掘られて、頭の中でちょっと整理します

が、井戸を掘られてかなり経年をしています。今この助成の設備はポンプまで助成する

わけですので、その以前の方の家のポンプが故障したと、故障する可能性があるときに

まで枠を広げていただきたいと。要するに、水道の普及率というのは七十何％です。だ

けえ、あと二十何％の方は、要するに井戸水に頼っておるわけです。しかも、人口の密

集地じゃなく、郊外のぽつんぽつんというやなところにおられて、しかも高齢の方が多

いというふうに私は思っております。ですから、そういうとこで住んでる方が、やはり

井戸水というか水というのは大変貴重なもんであります。下水道の普及があって水洗に

なっとるというと、とにかく井戸の水が止まるともう何にもできないわけですね。です

から、助成条例の前のつけられた設備に対して、ポンプですよね、基本的にはポンプで

すけど、それに助成をすべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） この井戸水の確保推進事業につきましては、冒頭説明させても

らったように、補助の上限を３０万から９０万にさせていただいたということで、どう

いいましょうか、井戸を掘るにも、やっぱり価格が高騰してきているという実態を見な

がらということも、背景も含めてさせていただいているとこであります。

議員、今御質問の中の従来の設置済みの井戸に対する給水ポンプの故障に対応する補

助事業はないかということで、これが適応にならんかという話だというふうに思ってお

りますが、どういいましょうか、いろんな、今補助金、町でさせていただいております

が、ケース・バイ・ケースだというふうに思っとりますが、例えば住民課のほうで、住

宅改修あたりの補助制度があるというふうに思っておりますが、そういったところを、

井戸水だけではなく、井戸ポンプだけではなくて、周辺の家屋内の修繕というところを
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絡めてそういうことをやっていただいてるっていう、できれば、住民の声にできるだけ

沿いたいという形の中でさせていただいておりますので、そういったところも御活用い

ただければありがたいなというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 今、住宅改修の話が出ましたが、下限が２０万円という

ことですので、井戸ポンプ替えても１０万ぐらいなもんなんです。ですが、高齢の世帯

にとっては大変な出費になるわけですから、それの助成をするのを、この１項目ほどつ

けていただければよろしいかと思いますが、その辺どうでしょうか。そんな高額なもん

ではないんですよ。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど申し上げました事業のほうも、いろんな条件が入ってる

っていう話でありますし、今回のこっちの井戸水のほうも一定の条件があるって話の中

で、そこの隙間って言やおかしいですけども、そういったところが現状にあるようでし

たら前向きに検討はしたいとは思いますが、一つの現状、現時点では、先ほど申し上げ

ましたような形で、どういいましょうか、修繕を、故障の改修をされたというケースも

ありますので、現時点ではそういうところを基軸にしながら御検討いただくことは臨み

たいというふうに思ってます。ただ、条件としてほかのところも一緒に併せてしていた

だくことがいいのかなというふうには思ってますので、いずれにしても、井戸水のポン

プですので、修繕しないと困るというのは事実だというふうに思ってますので、そうい

った意味での条件整備を再検討をさせていただきたいというふうに思っておりますが、

現時点では重なりますが、現行制度の中でいきますと、そういうところを御利用いただ

ければ幸いというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 何か前向きであるようなないような発言でございますが、

例えば、町長、例えばポンプが故障して、水洗便所があって、８０代のりに高齢者がじ

ゃあどうやって水を確保するかというと、川までバケツを持っていって水をくんでトイ

レに流さなきゃいけない、こういうのは普通じゃあ考えられないわけです。金額的にも

私はそんな高額ではないし、この設備の補助事業の中の一つに、住宅改修では、ちょっ

と住宅改修って枠がちょっと金額が大きいので入らないので、これの中に付け加えてい

ただきたいというふうに思いますが、もう一度、答弁をお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的に、おっしゃられるように緊急性が高い話になります。

ですから、ある程度は、やっぱりポンプも一定の消耗品でありますので、ですから、そ

ういうことも加味しながら、やっぱり管理をしていただくことはお願いをしたい、まず

はお願いをしたいなというふうには思っています。

ですから、何でも一緒だと思うんですが、１０年とか１５年とか一般的な耐用年数が
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あるというふうに思ってますので、実際にはそれ以上活用ができるというのは一般的な

イメージですけれども、そういったとこをまずということと、おっしゃられるように、

故障すればそういうことだってたくさんありますので、日頃からの予防的な感覚という

のを持ち合わせていただきたいというふうに思っとりますが、要は、井戸ポンプのみの

故障の改修ということですよね。（発言する者あり）ポンプの取替えですよね、という

話ですので、一般的には１０万というところで今お聞きしましたけれども、それは作業

中も含めての話ではないのかなというふうに思っとりますが８８（「含めてです」と呼

ぶ者あり）あっ、含めてですか、はい。実施者がおっしゃられるので、多分間違いない

とは思いますけれども、前向きに検討させてください。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 先ほど町長の発言の中に緊急性という文言がございまし

た。この補助金を使うには、交付決定が出てからでないと工事されないという項目があ

ります。ですが、やはり井戸が枯れてしまったり駄目になって、新たにボーリングをす

るわけですよね。そうすると、やはり緊急性というのが、どうしても、一刻でも早くと

いうのがありますので、場合によっては、交付決定を待たずに工事ができるような要綱

も付け加えていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今のお話は、ボーリングを新たにするっていう話のお話をされ

てたと思うんですが、先ほどのお話までは、ポンプの更新という話だったというふうに

思ってますが、違いましたでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） ええ、先ほどまではポンプでございます。町長の答弁の

中に緊急性というのがぽっと出たので、この申請をするときに、工事をするときに、こ

れ、ポンプとは別な話で、この助成金を使うときに、交付決定が出てからでないと工事

ができないと。当然あり得ることですが、ですが、水ですから、生活に、本当に大切な

ものなので、例えば、取りあえず工事をしますという段階で、申請は後でもいいという

やなことにならんのかなという質問です。要するに、交付決定まで、例えばどれぐらい

時間がかかるかというのがありますよね。井戸が枯れてしまって、それから、例えば井

戸が駄目になってしまって、新しく井戸をするために助成金を使おうと思えば申請をし

ますよね。交付までって、かなりのスパンがあると思うんですよ。事後承諾みたいな感

じの、例えば町長が認めるとこはよろしいですよという、大概、条例にはそういうのが

ありますので、そういうことに関してどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） お気持ち的にはよく分かりますけれども、とはいいながら、私

どもも、やはり予算だとかそういったところも絡んできますので、状況に応じてという

話はあると思いますけれども、やっぱり、こちらの迅速的な事務手続を進めるっていう

－５４－



ことは当然ありますけれども、一般的なところは、通常の形のものは、一定の流れの中

で、やっぱり補助金交付要綱的なところも町としてもちろん持ち合わせてはおりますの

で、それはケース・バイ・ケースではないのかなというふうに思っていますが、基本は、

やっぱり、どういいましょうか、交付決定の中で動いていただくというのをやっぱり基

軸にしていかないと、なかなか、じゃあ緊急性の中で全ていいかという話になると、や

っぱり収拾がつかなくなるケースもあるというふうに思っていますので、それこそ、本

当に緊急性がある場合については、そういった類いの事務的な流れをさせていただくケ

ースはもちろんあるというふうには思っていますけれども、頭からという話にはならな

いというか、そこだけは御承諾いただければというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 町長の説得に応じるようにいたしますが、先ほどのポン

プの件については、十分に検討していただきたいというふうに思っております。

これで私の質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 荒木博議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩といたします。再開を２時１０分からといたします。

午後１時５９分休憩

午後２時１０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第２ 議案第８３号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから

６ページ。

日程第２、議案第８３号、鳥取県西部広域行政管理組合営うなばら荘の廃止に伴う財

産処分に関する協議についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８３号、鳥取県西部広域行政管理組合営うなばら荘の廃

止に伴う財産処分に関する協議についてでございます。次のとおり、鳥取県西部広域行

政管理組合営うなばら荘の廃止に伴う財産の処分に関し、地方自治法第２８条第９項の

規定により、次の協議書のとおり協議し定めることにつきまして、同法第２９０条の規

定により、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、令和３年度末をもって、鳥取県の西部広域行政管理組合で営んでおりま

したうなばら荘が廃止されることに伴いまして、当該施設に係る財産処分に関し、関係

地方公共団体と協議の上、定めることにつきまして議会の議決を求めるものでございま

す。
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なお、今回の財産処分につきましては、建物の譲渡あるいは土地の無償譲渡、基金の

解散に伴う案の上程ということの財産処分でございます。土地につきましては、基本的

には立地場所であります日吉津村のほうに譲与するということと、それと、建物につき

ましては、一昨年からいろいろな取組をする中で公募し、プロポーザルをしながら業者

決定いうか、優先の交渉権者と定めて、今現在り契約をさせていただいている状況であ

ります。今後は、構成団体の本日のように財産処分につきましての合意の中で、来年の

組合議会の中で改めて財産処分とか基金だとか、そういったところも含めて上程される

スケジュールというふうになっておりますので、申し添えまして御承認を賜りますよう

によろしくお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） まず、この譲渡価格なんですけれども、４１万 ８００

円ということで、これ、提案参考価格が、西部広域の資料を見ますと １５８万円とな

ってて、その１％が譲渡価格になってる。ほぼ、これ無償譲渡で、ちょっと形だけお金

払いましたよみたいな、そんな感じかなと思うんですが、こうなった経緯ですとか、あ

るいは審査委員会でこの価格についてどういう議論があったのか、そういったことを教

えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、価格についての ０００万につきまして

は、一般的に公募で、どういいましょうか、評価的なところの数字だというふうに理解

しておりまして、金額は４０万、譲渡希望価格は４０万ということでありますので、こ

れは今後、建物あるいは備品を受領した中で今後の経営、運営をするための、どういい

ましょうか、こういった金額でないとなかなかできませんということの会社側か業者側

からの提案の金額ということでありますので、最終的には、そういったことも踏まえて

譲渡を受けて、運営をしたいという提案内容でありますので、そういったところを認め

てきたというのが現状の流れだというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 今、一事業者しか提案事業者がないので、もし、この事

業者に決めるとしたら、ある程度、価格妥協しなきゃいけないという形になってしまう

んですけど、例えば、募集期間を延長したりとか再公募するとか、そういうことは検討

されてこなかったんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 一定のルールの中でやってきてるというふうに思っています。

ですから、１者手が挙がって、その内容を確認して、それをよしとするということで、

基本的には優先交渉権として決定をしておりますということでありますので、今後、そ

ういう再延長とか再公募とか、そういうことはないというふうに思っとります。
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○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ここには、譲渡価格ってもうはっきり書かれてますけど、

もう一遍確認しますけど、これ、この後の交渉でこれが上がることっていうのはあるん

ですかね、どうなんですか。もう、これで譲るっていうところまでは決まっちゃったわ

けではないんですか。ちょっとその辺も聞きたいんですけど。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的にはそのことはあり得ないというふうに私は思ってます。

といいますのも、現時点ですが、どういいましょうか、プロポーザルを受けて最終的に

決定をしたというふうな判断でありますので、これが下がることはあるかもしれません

が、多分上がることもないんだろうというふうに思ってますので、ですから、こういっ

た内容の中で、お示ししている内容の中で、どういいましょうか、構成市町村の同意を

得ながら進めていかれるというふうに思ってますので、基本的には、先ほどと重なりま

すけども、こういった内容で進めたいという、組合側としてもあるいは構成市町村とし

てもそのように考えております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 基金のことです、３番目の基金。西部広域管理組合の基

金は、うなばら荘基金は、現在、基金残高があるのですか、ちょっと教えてもらいたい

ことと、基金残が出た場合は、表のように配分するということになってますけども、そ

の配分の割合、均等割合とか人口比割合とか根拠はあると思いますけども、そのことに

ついて、２点お聞かせ願います。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼いたします。うなばら荘の基金残高でございます。

事務局からの報告によりますと、 ０８４万 ０００円と報告を受けております。ま 

た、財産処分後の配分についてでございますけども、割合を今回示されております。そ

れに基づいて配分されると伺っておりますが、正式にはまだ方針ということで聞いてお

りますので、今後の協議等で具体的な議論がなされるものと認識しております。以上で

ございます。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 配分の方式ですよね。一般的に広域行政管理組合は均等

割と人口割がありますけども、これについて、もちろん米子は多いわけだけども、配分

割合が、それについて決まっていることがあれば教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 議員御指摘のとおり、配分につきましては、人口割、均等

割という割合で、過需にも負担をしてきた経過でございます。過需の市町村負担金の投

入額により案分した額でまた戻されるということで、今整理されている状況でございま

す。以上です。
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○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） それと、うなばら荘の土地については日吉津村、物件に

ついては民間の業者ということなんだけども、それはそれでいいけども、西部広域行政

管理組合のうなばら荘は、完全に３月３１日いっぱいでもう廃止するということで確認

したいことと、一応、地権者は日吉津村になって、いわゆる物件は民間業者ということ

なんだけども、それはもう日吉津村と業者との話合いで物事は今後進んでいくというふ

うに理解すればいいのかということの確認です。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 土地との関連につきましては、御発言のとおりだというふうに

思ってますので、日吉津村と今後は管理運営される事業者との契約になるというふうに

思っています。段取り的には、ちょっとまだ分かりませんけれども。あとの広域行政管

理組合のうなばら荘についての基本的な考え方は来年の３月末で終了するというふうに

思っておりますが、事務局のスケジュール感で若干事務的なことがあるということがあ

って、建物の正式な引渡しっていうのは、５月になりますので、ただ、内容的には３月

で終わるけども、事務的な引継ぎの中でいくと、正式には５月に引渡しをするというス

ケジュールでお聞きしておりますので、そこだけはお伝えをしていきたいというふうに

思っとります。

○議員（４番 久代 安敏君） 分かりました。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） １点ほどちょっとお伺いします。

プロポーザルでこの業者さんのほうに最終、何かな、あれを、選択権というかな、あ

れが決まったということですけど、このプロポーザルの要求された中身であったり、そ

れからその決定となったその内容について組合のほうで報告があったと思いますが、そ

の内容についてお示し願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 一応、聞いてますのは、海岸べりということと、皆生温泉が近

いということもあったりして、要は、トライアスロンあたりの発祥の地でもありますっ

ていうこともありますので、そういったところの地理的なとこも含めてですが、基本的

には、アスリートの皆さんの、やっぱり訓練の場であったり宿泊の場であったりという

ことを計画の主たる内容ということで、そういったアスリートを特化した形での複合施

設として利活用したいというのが、基本的な経営の基本方針というふうにお伺いしてお

りますし、また、現在の職員の皆さんも、基本的には継続雇用を希望しておるというふ

うなことでお聞きしておりますが、ただ、具体的には面接をされたりとか、そういった

ところの、具体的には正式に決まれば、そういう動きになるというふうに思っておりま

すが、会社側の基本方針とすれば、そういう雇用につきましては、継続雇用というのを

基本に置いておられるということだけはお伝えしておきたいというふうに思っておりま
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す。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 今まで、その住民の方にうなばら荘がサービスしてこら

れました、結構お年寄りの方も活用されておられたような実態があるわけですけど、そ

ういったことは継続されないのか、求めておられないのか。プロポーザルを受けるとき

に、組合のほうがそういうことを要求いうかな、求めておられないのか、その点を最後

にお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） うなばら荘は、御承知のとおり老人の療養施設、療養じゃなく

て、くつろぎの場としての長くやってきたというのは、皆さん御承知のとおりだと思い

ますし、また、町民の皆さんも何回か御利用されたというふうに思っております。ただ、

昨今のやっぱりコロナ禍のということもあったりしますし、いろんなところもあって、

なかなか経営が厳しい状況がここ数年はあったというふうに思っております。ですから、

そういったことの背景も踏まえながら、建物の老朽化とか修繕というところをやってき

た経過もありますけれども、総体的にいくと、なかなか継続性には難しいというところ

の判断で、どういいましょうか、指定管理をやめて売買っていうか、民間の皆さんの利

活用してもらうという方向で転需をしてきましたので、そういった経過の中であります

ので、最終的にはこれから今の状態を続けてほしいとかそういうことではなくて、あく

までも建物を利活用してもらうためというのが主眼の中で公募してきたというふうに私

は理解をしております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） １点だけ。建物及び備品の譲渡、相手方、ヤードクリエ

イションという会社になっておりますが、この会社概要について伺いたいと思います。

（「概要」と呼ぶ者あり）概要です。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 記載の会社のお名前ですけれども、１１月１日から名称変更で

そういう名称になっておりまして、それまでは株式会社文化の友という会社の名前であ

ります。ですから、米子の市内を中心に書店だとか知育玩具あたりの運営だとかという

ところだとか、事業用地だとか店舗の住宅の賃貸業というところが、主な２つの事業の

今までの会社としての営みの内容だというふうに紹介しておきます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 先ほどのちょっと基金のことについて、もうちょっとお

聞きしたいんですけれども、基金が、今現在で ０００万ちょっとあるということで。

ただ、整理するに当たっては、何か支出だったりあるいは今年度分の経営の損失だった

りとか、マイナス部分が出てくると思うんですけれども、そうしたマイナスの部分が出

てきた場合に、この基金と相殺して、それで最終的に、何ていうんですかね、基金が、
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それでも負債が出た場合には、この割合で簡単に払うというようなお話も聞くんですけ

れども、そういう認識でいいんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼いたします。先ほど、うなばら荘基金残高についてお

答えいたしましたが、基金残高以外にも全体での財政調整基金であるとか、その他、個

別運営の中で運営経費に当たり指定管理料であるとか、その他もろもろの経費がござい

ます。また、財産の処分に当たりましても、評価でしたり、このたびプロポーザル等行

ってこられました。それらの御提示されてる金額、４１万 ８００円というような数字

もございますけども、今後の処分に向けた動きの中で改めて整理され、それを確定した

後に案分するというような状況の中では、今のところ、いわゆる議員おっしゃった追い

銭というか、追加でお支払いをするというようなことはないように伺っておりますけど

も、まだ、流動的であるというところではお聞きしているところでございます。以上で

す。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８３号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８３号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第３ 議案第８４号 から 日程第４ 議案第８５号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７ページから８ページ。

日程第３、議案第８４号、日南町税集合徴収等の特例に関する条例の廃止について、

日程第４、議案第８５号、日南町納税奨励条例の廃止について、以上、条例の廃止関係

２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８４号、日南町税集合徴収等の特例に関する条例の廃止

について、次のとおり、日南町税集合徴収等の特例に関する条例を廃止する条例を制定

することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求め

るものでございます。

内容としましては、日南町税の集合徴収等の特例に関する条例を廃止するということ

であります。この条例は、令和４年４月１日から施行ということで、よろしくお願いを

したいと思います。

続きまして、議案第８５号、日南町納税奨励条例の廃止につきまして、次のとおり、

日南町納税奨励条例を廃止する条例を制定することにつきまして、地方自治法第９６条
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第１項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。

内容としましては、日南町の納税奨励条例を廃止するということで、来年の４月１日

から施行する内容でございます。

なお、このことにつきましては、執行部のほうから、昨年の１１月のときに全員協議

会のほうで、どういいましょうか、素案を説明させていただきました。当時は、今後の、

その後の議案にも関連はしますけれども、今回から集合条例から個人の個別の徴収とい

う、単税方式ですね、集合税から単税方式に切り替えるということで、あわせて、コン

ビニの収納も、来年度からの４月からですけども、そういったところも含めて、徴収の

在り方を抜本的に見直したいということで、昨年の１１月に説明をさせていただきまし

た。その中で、どういいましょうか、徴収の回数を、今までは、日南町とすれば１０期

に分けて現在徴収をさせていただいてる現状があります。１１月の説明では、激変緩和

ということで、１０から８回、その後４回ということで、素案づくりをさせていただい

てきましたけども、当時の議会との御意見も踏まえてということにはなりますが、現状

では、地域の皆さんにも４期で、いわゆる住民税と固定資産税を４期で納めさせていた

だきたいという形で説明をさせていただいております。

どういいましょうか、そういった経過の中で、全員協議会の中で、皆さん方には、ち

ょっと説明のほうが不十分だったということであります。ですので、そういったところ

の全員協議会の話と現実が少し食い違った形での説明とさせていただいておりましたの

で、本来ですと、住民の皆さんに説明する前に、もう一度、皆さん方に住民税と固定資

産税につきましては、４期の、どういいましょうか、収納の回数ということで御説明さ

せていただいて、御承認をいただいた中での推進ということが本来の形でありました。

そういうことで、少し説明不足というところで、まずはおわびを申し上げたいというふ

うに思っています。今後はそういうことのないように、留意しながら推進をしていきた

いというふうに思っています。おわびを申し上げたいというふうに思っております。申

し訳ありませんでした。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第８４号の質疑を許します。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 先ほど町長から経緯について説明がありました。昨年１

１月の全員協議会からの説明から、その後の説明もなく今回議案が提出されたというこ

とでありますけれども、１１月の全員協議会での議員の意見もいろいろあったと思いま

すけども、その時点から今日に至るまでの検討の経過及び時期について、いつの時点で

こういうふうに決定をされてきたのか、それまでの８期を４期にするっていうところを、

どういう比較検討されたのか、伺います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 昨年の１１月に皆さん方に素案づくり、素案についての説明を
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させていただいて、議員の皆さんの御意見も踏まえながらということで、その後の結果

を踏まえて、私のほうで担当課とも協議をさせていただいて、いずれにしても、２回変

更が発生するということと、期間が短いということと、そういったこととシステムの経

費あたりも含まれて、私の判断で、どういいましょうか、１０期から４期にしましょう

という判断をさせていただいたというふうに記憶しております。ですから、それが春頃

だというふうに思っておりまして、その時点で、本来は、皆さん方に改めて方針あたり

の説明をする場が、本来は持つべきだったというふうに思っておりますので、反省をし

ておるところであります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） それと、先ほどの説明で既に住民への説明をされておる

ということなんですが、どういうステージで説明をされてきておりますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 初めに、今年は開催されませんでしたが、自治協と自治会

長合同会議がなかったんで、書面での各課からの事業説明という形でありましたけれど

も、その場で自治会長、自治協議会には文書で説明をさせていただきました。その後、

６月１５日に税金の通知を、皆様方全てに発送します。それは、町外の固定資産税を持

っておられる方も全てなんですけれども、そのタイミングで、町からの納税の納め方が

変わりますというような通知と、あわせて、何期になる、期別が変わるということも併

せてお知らせしています。

それから、テレビの３チャンネルのほうで、各課からの事業説明という中で、各家庭

といいますか、３チャンネルで、テレビ放映でもって説明をさせていただいております。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） ちょっと確認をしておきたいと思いますけれども、今回、

納税奨励金の廃止という話、これ条例の廃止なんですけども、それで昨日来の一般質問

の中で、いわゆる地域コミュニティー８８。

○議長（山本 芳昭君） 古都議員、奨励金の廃止については、次の８５号。

○議員（７番 古都 勝人君） すみません。

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、８４号についてはよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、議案第８５号の質疑を許します。

７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 先ほどはえらい失礼しました。いわゆる税関係で先般来

からお話も聞いたりしたんですが、特に昨日の一般質問の中で、いわゆる納税奨励金の

廃止に代わるというイメージで私は聞いたんですけども、地域のコミュニティー活性化

交付金という形で、相応の地域に対する交付をするという話で、しかしながら、これま
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では条例でありました。これからは交付金であります。交付金ということになれば、一

般の事業と同じで今年でやめますということもあるのかも分かりません。そこら辺の永

続性について、昨日の話では、住民の民意を全て聞くと財政的な問題もあるし、今後の

予算編成の中で内容については詰めていくというお話をいただいたんですけども、私も

そのように感じたんですが、この交付金になった場合の、いわゆる、ほぼ同額というお

話もありましたが、永続性についてはどのようにお考えになっとるか、この際、お聞き

をいたしておきます。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 昨日来から、あるいは、議員からは一般質問の中で、春頃から

という話を皆さん方も御承知のとおりだというふうに思っています。その辺で地元の皆

さん、地域の皆さんの民意の声を聞かせていただいてる段階であります。ですけど、昨

日も申し上げましたけど、かなり捉え方とか現状も含めてですが、異なっておるという

現状だけは把握している段階であります。ですから、今、どういいましょうか、永続性

についてという話は、これからの議論になろうというふうに思っておりますが、とはい

いながら、やはり一方では事業の縮小あたりとか、予算の縮小というような背景ももち

ろんあります。ですが、最終的にはやっぱり地域の皆さんが、どういいましょうか、元

気だっていうところが、そういうまちづくりをするっていうことが原点だろうというふ

うに私は思ってます。そういった意味で多少の制限というのは当然あるかなというふう

には思っていますけれども、現時点では少し正式な回答は控えさせていただきたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 内容については昨日もお話しになっておりました、これ

から詰めていくんだと。それで交付対象者をどの範囲にするかというようなことも、こ

れから詰めるというお話は聞きましたが、今の町長のお気持ちとして、これまで地域で

は納税奨励金でいろんなことをサポートしてきたわけでございますが、今の町長のお気

持ちでは、どのようにこれをいつまでぐらいとかいうのがあるんでしょうか、いまだな

いということでよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 以前も申し上げたというふうに思っていますが、納税という観

点から申し上げますと、本当に従来から地域の住民の皆さんの納税と、そして集めてい

ただいて納付していただくっていうところであります。以前は職員が地域に出かけて、

それを受け取りながらという時期もありましたけれども、現状では納税組合の中での、

どういいましょうか、口座振替の割合も高くなってきてるのが現状であります。一方で

は、従来型をやってる納税組織の組合はあるっていう状況でありましたので、そういっ

たところの中で、どういいましょうか、収納率はやっぱり日南町としても高い収納率と

して推移してきたというふうに思っていますので、納税組合自体の在り方については、
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決して間違ってはなかったというふうに思ってますし、本当に長い間お世話になったと

というふうに思っておりますので、そういったところだけは肝に銘じておりますので、

そういったことも背景にしながら検討していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 納税奨励金の関係ではいろいろと一般質問のほうさせて

いただいたんですけども、この条例の目的ということがございます。目的としている条

例がなくなるということで、あえて１つ質問をさせていただきたいと思います。いわゆ

る、この目的は、納税道義の高揚に資することを目的とするということで、いわゆる納

税の滞納がない、要は滞納者がないようにということで、地域を挙げて組合を挙げて納

付率を上げとったという実績がございます。この条例をなくすことによって、税金をい

かに納付していただくか、そういうものは何か代わる案としてお持ちでありましたら教

えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） これからは、どういいましょうか、単式方式っていうか、個人

でお願いをするという形になるというふうに思っています。従来型の話につきましては、

若干、やっぱり個人情報的なところの相違があったというふうに私も思っておりますし、

そういったところも解消もしたいというところは背景の１つだというふうに私は思って

ますので御理解いただきたいと思いますが。今後はやはりどういいましょうか、本来の

形は、税金は働いて収入の中で納めていただくっていう原則があるというふうに思って

おります。そういった原則論は、やっぱりこういった長い間の歴史の中で、住民の皆さ

んも熟知していただいてるというふうに思っておりますので、一般的にはそんなに影響

はないというふうに思ってますし、また、引き続きそういうケースが生まれたときには、

丁寧な徴収の体制を整えていきたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） 以上で、質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８４号及び議案第８５号は、審議

の都合により、本日は質疑までにとどめたい思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８４号及び議案第８５号

は、質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第５ 議案第８６号

○議長（山本 芳昭君） タブレット９ページ。

日程第５、議案第８６号、日南町税条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８６号、日南町税条例の一部改正について。次のとおり
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日南町税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第９６条第１項の規定に

よりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容につきましては、集合税廃止に伴いまして、町民税と固定資産税の納期を改正す

るものでございまして、１０期をそれぞれ４期に年内ですが、１年間の間に４期に改正

する内容でございます。この条例は、令和４年４月１日から施行ということで予定をし

ております。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８６号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８６号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第６ 議案第８７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１０ページから１９ページ。

日程第６、議案第８７号、日南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とし

ます。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８７号、日南町国民健康保険税条例の一部改正について。

次のとおり、日南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治

法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律の公布に伴いまして、地方税法におきまして、国民健康保険税の納税義務者

の属する世帯の未就学児の被保険者を対象に、被保険者均等割額を減額する規定が設け

られたため、条例を改正するものでございます。

具体的な内容の１つ目ですが、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学

児被保険者、いわゆる６歳に達成する日以後の最初の３月３１日以前である者が、そう

いう者がある場合ですが、未就学児被保険者の均等割額を５割減額するものでございま

す。なお、未就学児の被保険者が低所得者の軽減ということで、７割、５割、２割を受

けている場合につきましては、軽減後の額でさらに５割を減額するものでございます。

２つ目として、規定の明確化と不要な規定の削除を行っております。

３つ目として、国保税の徴収期別の１０期を８期に変更する内容も含まれております。

適用区分につきましては、未就学児の被保険者の減額規定につきましては、令和４年度

－６５－



の国民健康保険税から適用という内容であります。

施行日ですが、公布日施行ということ、ただし、未就学児の被保険者の減額規定につ

きましては、令和４年の４月１日施行という内容でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） この問題、午前中の一般質問の最後でお聞きしていまし

たが、時間がなくなりましたので、続きというか改めてお聞きしたいんですけれども、

制度上、今回国が減額するということで、それと同時に年齢範囲を広げるということは

問題ないという御答弁だったと思います。それと、技術的にもほかでも均等割免除して

いる市町村ありますので、技術的にも問題ないということ。そして、何よりも町長御自

身が全国知事会などもこの方向を国に要望していて、方向として、これはもっと広がっ

ていくだろうという、そういう御見解をお持ちだと思うんですけれども、そういう条件

がそろっていれば、ここで国が未就学児の５割減免だけをやると国は言っていますけれ

ども、それで自治体によってはそれしかできないというところもあるでしょうけれども、

日南町の場合には十分に財政的に１８歳以下の子供の均等割全て減免することが可能だ

と思います。なので、別に国の８８。

○町長（中村 英明君） 岡本議員、質疑を簡潔に行ってください。

○議員（８番 岡本 健三君） はい。結局、国の方針になぜそこまでこだわられるのか、

なぜ町独自でやれることをやろうとしないのか、その辺の町長の本音をお聞きしたいん

ですけれども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には一般質問の中で答弁させていただいたというふうに

思っとりますので、今回の議案第８７号につきましては、こういった形で御提案をさせ

ていただきたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 本当軽微な質問ですけども、所得の「所」の字が脱字に

なっとるようですけども、改正後の。

○議長（山本 芳昭君） 何ページですか。

○議員（４番 久代 安敏君） 議案第８７号の。ページ数、１０ページ。タブレット１

０ページ。こまい字ですけどね。何か脱字じゃないかなと思いますけども。「得割額」

になっとるでしょう。

○議長（山本 芳昭君） はい。２のところの基礎課税額のところに下線がありますが、

その下の４条、５条、基礎課税額というところにも下線が落ちておりますし、文字が抜

けとるというのは問題です。議案として正式に提出をされておりますので、一文字抜け

とるというのは重大な間違いだとは思いますが。

木下総務課長。
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○総務課長（木下 順久君） ただいま御指摘いただきました議案第８７号につきまして

は、所得の「所」が抜けております。それから、４条、５条につきましても、下線が脱

落している部分もございます。再度、精査をいたしまして、議案の訂正という形でお願

いできればというふうに思います。どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長（山本 芳昭君） いつ提出をされますか。

○総務課長（木下 順久君） 休憩をいただいて。

○議長（山本 芳昭君） じゃあ、暫時休憩といたします。再開を３時１５分の予定とい

たします。

午後２時５８分休憩

午後３時１５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

先ほどの８７号でございますが、久代議員の指摘のとおり、所得の「所」の一文字が

抜けておりました。議案内容については、影響がありませんので最終日議案の訂正をし

ていただいて、質疑を行い採決を行いたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

引き続き、質疑を行います。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） やっぱり私は２５０万円を使って、今５万円の減額とい

うことをやろうとしているわけです。それは大切なことではあるんですけれども、ただ、

同じくらいのお金を使って、今このチャンスにやろうと思えば、恐らくこのシステム変

更料というのは８８。

○議長（山本 芳昭君） 岡本議員、何度も申し上げますが、ここは一般質問の場所では

ありません。質疑をしていただきたい。簡潔に質疑をしていただきたいと思います。

○議員（８番 岡本 健三君） はい、８７号で、質問はだから、なぜそれだけ、もっと

年齢範囲を広げて、減額割合も広げてシステム変更をするチャンスがあるのに、なぜ国

の言われるがままに未就学児だけにこだわってやろうとするのか、そこが私には理解で

きないですけれども。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 最後に町長、答えてください。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、今回の議案の８７号で御提案をさせていただいて

る内容で進めさせていただきたいというのが基本的な捉え方であります。なぜできない

かっていう話になると、基本的には国民健康保険という国の制度を中心としながらの制

度であります。ですから、基本的にはそういう制度の改正の内容に準ずるというのが基

本的な捉え方だというふうに思っています。ただし、おっしゃられるように町単独でで

きないということではないというふうには認識はもちろんしておりますが、現時点では
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その必要性はないというふうな判断で御提案をさせていただいているところであります。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８７号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８７号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第７ 議案第８８号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２０ページ。

日程第７、議案第８８号、日南町介護保険条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８８号、日南町介護保険条例の一部改正について。次の

とおり日南町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第９６条第

１項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、介護保険料の徴収の時期、期別を現行の１０期から８期のほうに２期減

らす内容というものでございます。この条例につきましては、令和４年４月１日から施

行ということの内容です。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 介護保険料は普通徴収ですよね、該当になる被保険者は。

普通徴収で年度によって被保険者が変わると思いますけども、大体普通徴収の方は何人

ぐらいおられますでしょうか。普通は年金の月に年金から特別徴収はされてますけども、

普通徴収の方の人数が分かれば、ちょっと教えていただきたいと思いますが、どうでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 普通徴収の方というのは、御存じのとおり年齢到達で介護

保険料を普通徴収になって、その方のタイミングで普通徴収の方は、切替えといいます

か、特別徴収になるタイミングまでの間が普通徴収になるわけでございますけれども、

実際にはそこまでの普通徴収の人数というものは、ちょっと把握しておらないというの

が今の実情でございます。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） なぜ聞いたかというと、しばしば普通徴収の方の滞納が

発生することがあるんですよ。特に介護保険料、特別徴収は滞納はないですけども、普
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通徴収のみ滞納がある関係で、ちょっとお聞きしたかったわけですけど。ということで、

また後の機会でもいいんですので、分かれば教えていただきたいと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） またの機会とおっしゃいましたが。

○議員（４番 久代 安敏君） 議案内容に差し支えないという意味です。

○議長（山本 芳昭君） 差し支えありませんか。

○議員（４番 久代 安敏君） はい。

○議長（山本 芳昭君） じゃあ、またの機会ということで、お教えいただきたいと、報

告をお願いをいたします。

以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８８号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８８号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第８ 議案第８９号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２１ページ。

日程第８、議案第８９号、日南町国民健康保険条例の一部改正についてを議題としま

す。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８９号、日南町国民健康保険条例の一部改正について。

次のとおり、日南町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法

第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、健康保険法施行令の一部改正によりまして、産科医療補償制度の見直し

がありました。その中で出産育児金の支給額の内訳の見直しを行うものでございます。

具体的に申し上げますと、出産育児一時金を現行の４０万 ０００円から４０万 ００ 

０円にする内容と、あわせまして、加算の上限額を現行が１万 ０００円でございます

が、減額して１万 ０００円に変更するものでございます。

この条例は、令和４年１月１日から施行という内容でございます。よろしくお願いし

ます。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 参考までにというか、確認をさせていただきたいと思い

ますが、現行、病院等での普通分娩の場合の一般的といいましょうか、平均的費用とい

うのはどの程度なんでしょうか。それと、今回総額４２万円なんですけども、これは、
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例えば協会けんぽなどの他の保険の被保険者に比べてどういう水準なのか、説明をいた

だきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 普通分娩の方の費用といいますけども、実際にはちょっと

医療機関、これは保険適用ではありませんので、その病院によって、いろいろやはりま

ちまちだということもやっぱりあると思いますけれども、平均的な金額というものは把

握してないというのが実情でございます。

○議長（山本 芳昭君） 把握してないということ。（発言する者あり）もう１点ありま

した。

淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 協会けんぽにつきましては、４２万ということで同額とい

うことでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ただし書で１万 ０００円を１万 ０００円ということ 

なんですが、このただし書っていうのは、施行令で上限３万円までは認められるという

ふうに理解をしておりますが、その中で今回ここを下げられた理由について説明をいた

だきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） この産科医療補償制度というんですけれども、これにつき

ましては、分娩のときに重度の脳性麻痺等が発生したときに保障していただくという、

要は保険というようなものでございます。その保険料の額が、このたび１万 ０００円

から１万 ０００円に減額されたということに伴いまして、それで健康保険法も併せて

改正されたものですから、今回の条例改正も併せて行わせていただくということです。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８９号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８９号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第９ 議案第９０号 から 日程第１４ 日程第９５号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２２ページから。

日程第９、議案第９０号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第６号）、日程第１

０、議案第９１号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、日程

第１１、議案第９２号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第３号）、日程

第１２、議案第９３号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、
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日程第１３、議案第９４号、令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第２号）、

日程第１４、議案第９５号、令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第３号）、以上、

令和３年度補正予算関係６議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第９０号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第６号）

でございます。

令和３年度の日南町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところでございま

す。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億 ０５４万 ０００円を追加しまして、 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億 ３９０万 ０００円とする内容でござ 

います。地方債のほうにつきましては、第２表であります地方債の補正を御覧いただけ

ればというふうに思っております。

補正の内容ですが、最初に歳入のほうでございます。国庫支出金のほうで ３２６万

０００円であります。子育て世代の臨時特別給付金事業ということ、あわせて３回目

の新型コロナワクチンの接種体制確保事業、そして、災害復旧対策事業等の歳出の増に

伴います国庫のほうの措置による内容でございます。県支出金のほうですが、６３５万

０００円ということで、林道新設改０事業、あるいは林道の災害復旧事業等の歳出の

増に伴います県の支出金のほうの増の内容でございます。繰入金ですが、マイナスです

が２億 ５６８万 ０００円。前年度の繰越金の確定額に伴います計上に伴いまして、 

財政調整基金の繰入金を減額する内容のものでございます。ちなみに財政調整基金の繰

入金の補正後の予算額になりますが ６７５万 ０００円になる予定であります。繰越 

金でございますが３億 ５３９万円ちょうどということで、前年度の繰越金の確定によ

りまして、既予算額の差額を計上するものでございます。

参考としまして、前年度の繰越金の確定額というのが３億 ３８１万 ０００円にな 

るものであります。町債ですが ７２０万の補正額であります。歳出事業費の増減によ

りまして、過疎債及び災害復旧事業債を計上するものでございます。内訳的には、過疎

債のほうの債ード部分ですが ３００万円ちょうど。過疎債のソフトのほうですがマイ

ナス１０万円、災害復旧事業債ですが ４３０万円の増を見込んでおります。

続きまして、歳出のほうでございますが、総務費のほうで一般管理事務ということで

８５３万 ０００円を計上させていただいております。会計年度任用職員の増員等によ

りまして、人件費の増を見込ませていただいております。

次に、町有財産の整備管理事務ということで２００万円ちょうどです。町有財産であ

ります、これから冬期にかかりますので、そういった施設の管理に備えるための修繕費

を見込ませていただいております。

続きまして、民生費ですが、民生一般管理事務ということで ０１６万 ０００円で 

ございます。子育て世代の臨時特別給付金の給付事業等に係る必要経費を計上させてい
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ただいております。いわゆる１０万円相当分の給付ということで、国のほうから出ては

おりますけども、先行給付分ということで１人当たり現金５万円の給付に係る事業費を

計上させていただいております。

生活保護総務費でございますが ６９４万 ０００円ということで、生活の生助及び 

医療生助の国庫支出金の返還金の計上をさせていただいております。

衛生費ですが、予防衛生一般ということで ８７４万 ０００円、いわゆる３回目の 

新型コロナワクチンの接種に係る体制整備の必要経費を計上させていただいております。

次に、病院の運営事業でございますが、マイナスですが ２４９万円ということで、

病院事業会計におけます国庫等の財源確保によりまして、医療基金の取崩しを減額する

内容のものでございます。ちなみに参考として、医療基金の補正後の予算額っていうこ

とですが ７５５万 ０００円という予算上の数字になっております。 

続きまして、農林水産業費ですが、農道等維持管理事業ということで４０１万 ００

０円を見込ませていただいております。農道の維持の工事の見込み精査によりまして、

維持工事費の増を見込ませていただいております。森林保全総合対策事業につきまして

は、 ３６６万 ０００円ということで、日南町の新は経費の補助金の申請が増という 

ことの見込みはありますので、それに対応する内容でございます。

続きまして、土木費ですが、道路維持管理事業ということで ４７６万 ０００円、 

町道の維持工事の見込みの精査によります維持の工事費の増を見込ませていただいてお

ります。

続きまして道路新設改０事業でございますが ６２９万 ０００円ということで、町 

道の生山印賀線及び大菅阿毘縁線等におきます、国庫の配分の増が見込まれるため、そ

の事業費の追加をさせていただきたいという内容でございます。

最後になりますが、災害復旧費ということで、耕地災害の復旧事業、林道災害の復旧

事業、公共土木施設災害復旧事業ということで、それぞれ ７００万、 １００万、  

３３０万を計上させていただいております。８月の豪雨災害等に係ります災害復旧事業

費の精査によります追加分の額ということで、御理解いただければと思います。

次の議案ということで、議案第９１号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）であります。

事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ７８１万 ０００円を追加し 

まして、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ７億 ９４８万 ０００円とする内 

容でございます。補正の主な内容でございますが、歳入のほうですが、県支出金としま

して ７５１万 ０００円ということで、保険の給付費等の交付金の増を見込んでおり 

ます。繰入金ですが２９万 ０００円ということで、職員の人件費の精査によります、

一般会計からの繰入金の増を見込ませていただいております。

歳出のほうですが、保険給付事業の中の一般被保険者療養給付費というところで ３

００万を見込ませていただいております。療養の給付費の支払い見込みの増を見込んで
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いる内容でございます。

次に、保険給付事業の中の一般被保険者の高額療養費でございますが、７４０万を見

込ませていただいております。同じように高額療養費の支払いが増という見込みをした

内容でございます。

次に、病院運営整備事業ということで、６９９万 ０００円の補正をお願いしたいと

いう内容でございます。特別調整交付金の病院事業会計への繰出金が増となったなど、

見込みということの内容でございます。

続きまして、議案第９２号、令和３年度日南町介護保険特別会計の補正予算（第３

号）でございます。

事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２３万 ０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億８５８万 ０００円とする内容でございま

す。主な補正の内容でございますが、歳入ですが国庫支出金のほうが、マイナスの１３

万 ０００円ということで、歳出のほうの減額に伴う内容でございます。県の支出金の

ほうがマイナスの６万円、繰入金のほうもマイナスの１４万 ０００円ということで、

内容的には歳出の減額に伴う内容というふうに御理解をいただきたいと思います。

歳出のほうでございますが、地域介護予防活動支援事業ということで、マイナスの５

万 ０００円、生活支援のボランティア養成事業でありますとかを含めて、事業費の精

査による減額でございます。

続きまして、認知症の初期集中支援推進事業費ということで、マイナスの６万 ００

０円、新型コロナの感染予防によりまして、中止しました研修ほ費だとか事業費の減額

を見込んでおります。

地域ケア会議推進事業ですが、マイナスの１２万 ０００円ということで、新型コロ

ナの感染予防により中止しました講師の謝金等、事業費の減額を計上させていただいて

おります。

続きまして、議案第９３号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２万円を追加しまして、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ ３４９万円とする内容でございます。補正の主な内容でござい

ますが、最初に歳入の中の諸収入ということで１２万円ということであります。歳出に

充当する広域連合保険料還付金が増えたということの増を見込ませていただいておりま

す。

歳出ですが、諸支出金ということで、同額の１２万円ということであります。保険料

の過誤納によります還付金が増ということで、歳出のほう上げさせていただいてる内容

でございます。

続きまして、議案第９４号、令和３年度日南町簡易水道事業会計の補正予算（第２

号）でございます。
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内訳としましてですが、支出のほうですけれども、収益的支出ということで、補正予

算額につきましては３５２万 ０００円を予定させていただいております。内訳として

営業費用の中の原水及び浄水費として１６０万円、配水及び給水費ということで１９２

万 ０００円を見込ませていただいてる内容でございます。具体的な内容につきまして

は、原水及び浄水費につきましては、修繕費として冬期の緊急修繕費用の増額として１

００万円、また、薬品費としまして、生山とか多里地区の凝集剤等の増額を見込ませて

いただいております。金額は６０万円です。

続きまして、配水及び給水費の中の修繕費ということで、下石見の配水施設の水位計

のほうの取替え修繕をさせていただきたいという内容です。金額は１９２万 ０００円

でございます。

続きまして、議案第９５号、令和３年度日南病院事業会計補正予算（第３号）でござ

います。

内容でございますが、まず、収益的のほうですが、収益的の収入ということで、病院

事業収益につきましては、補正額につきましては、トータルではゼロ円でございますが、

内訳として医業収益のほうが ４５６万 ０００円を見込ませていただいております。 

医業外の収益のほうがマイナスの ４５６万 ０００円を見込ませていただいておりま 

す。内訳としまして、補助金のほうが ７９２万 ０００円のプラス、他会計負担金の 

ほうがマイナスですが ２４９万円を計上させていただいております。内容的には、公

衆衛生活動の収益及び国・県支出金の確保によりまして、総合医療の確保基金の取崩し、

いわゆる一般会計からの繰入金ですが、これを減額するという財源の振替を行うもので

ございます。

そして、次に、その他の医業収益としてではありますが、内訳ではありますが、公衆

衛生活動の収益として ４５６万 ０００円を見込ませていただいてる内容ですが、そ 

れの内訳ですが、コロナワクチン接種の時間外でありますとか休日の対応等の収益とし

て １４７万 ０００円、そして３回目のコロナワクチンの接種対応にかかります収益 

で ３０９万円を予定させていただいてる内容であります。

また、補助金でございますが、国のほうから国保の調整交付金ということで４２４万

０００円、県のほうからは、新型コロナの感染症の入院病床確保事業費補助金として

３６８万円を見込ませていただいておるとこでございます。

重ねてになりますが、他会計の補助金としてマイナスの ２４９万円ということで、

一般会計からの繰入金のほう、いわゆる基金の取崩しを減額した内容でございます。

続きまして、資本的収支の内容でございますが、資本的収入ということで５１７万円

を見込ませていただいております。内容的には、国・県補助金ということでありまして、

内容的には国のほうが国保の調整交付金が２７５万円、県のほうが２４２万円ですけど

も、内訳としまして、新人のも護師の研修事業費補助金が２７万 ０００円、及び急性

期の医療充実設備整備補助金として２１４万 ０００円を見込ませていただいておりま
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す。

資本的支出のほうですが、トータルでいけば４０３万 ０００円が補正額であります

が、内訳としまして、有形固定資産の購入費として３０３万 ０００円、そして、長期

貸付金ということで１００万円を見込ませていただいておるとこです。具体的な内容で

すが、有形固定資産の機械備品、あるいは備品購入費でございますが、既存の計上分の

契約実績による減額がマイナスの１２５万 ０００円、新規としまして、セントラル契

ニター１式ということと併せまして、心電・呼吸・ＳｐＯ２送信機１式ということの内

容の器具を購入をさせていただきたいというふうに思っております。

また、長期の貸付金で就職支度金ですけども、１名分１００万円ちょうどですが、そ

ういった内容を含ませていただいてることであります。

以上、補正予算につきましての説明とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私のほうからは、議案第９０号、一般会

計補正予算（第６号）につきまして、第２表の地方債補正について追加で説明をさせて

いただきます。

タブレット２６ページになります。

今回、地方債の補正としまして、限度額の増減をそれぞれにお願いをするものでござ

います。その他の借入条件等につきましては変更ございません。まずは、過疎対策事業

債につきましては、限度額を３億 ５１０万円、 ３００万円の増額でございます。内 

容としましては、道路新設改０費としまして ３７０万円、そのほか除雪ドーザーの入

札後に減額となります７０万円等の増減でございます。

続いて、過疎地域持続的発展事業、いわゆる過疎のソフトでございますけども、減額

の１０万円、母子健康相談指導事業の減でございます。

最後に、災害復旧事業が ５８０万円と ４３０万円の増額でございます。こちらに 

つきましては、今回林道、それから公共土木災害復旧事業の増額をお願いをするもので

ございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第９０号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第６号）から質疑を行い

ます。

歳入全体、地方債について質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、タブレット９３ページから補正予算説明附属資料に沿っ

て、各課ごとに質疑を許します。

初めに、タブレット９４ページ上段、出納室について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、９４ページ下段から９５ページ、総務課について質疑を
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許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、９６ページ、企画課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） ９７ページから９８ページ上段、住民課について質疑を許しま

す。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） すみません、タブレットの９８ページになります。

民生一般管理事務ですけど、要するに給付金です。子育て臨時特別給付事業いうこと

で５万円が現金で配付されるということですけど、最近何かニュースで自治体の判断で

残りの５万円も現金給付ができるというようなことがありました。ちょっと知識として

得たわけですが、日南町のほうはどういう具合な考えでおられるのか、お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 近藤議員、今は下段のお話ですか。次に予定をしておりますの

で、次、お願いいたします。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私も下段でした。福祉保健課です。近藤議員が今質問さ

れた同趣旨の内容ですから。

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、住民課についてはよろしいですね。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、９８ページ下段から１０２ページ、福祉保健課について

質疑を許します。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 大変失礼しました。質問を全部言ってしまいましたけど、

もう一度言います。要するに、子育て世帯臨時特別給付金の給付事業ですけど、ここに

５万円の最大値３９５人ということで、予算が組んで補正予算が上げておられます。最

近のニュースで、要するに、残りの５万円もクーポンでなしに、現金給付も可能と考え

るということで、何か内閣のほうの説明がありましたが、日南町の場合はどういった対

応をされるのか、考えておられるのか、もし、今のところで、それなりの方向性が出て

いましたらお知らせ願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） まず、財源的な内訳の説明をさせていただいておりますが、要

は、１０万円を交付する中で、現金で半分は年内に支給してくださいって話の財源につ

きましては、国の予備費の中の財源を充当してるっていうことで、基本的には予算が成

立してる内容だというふうに認識しております。一方で、残りの５万円の、おっしゃる

ようにクーポンっていう話が出てきておりますが、基本的にはこのクーポンの財源につ

きましては、現在国のほうで補正予算の中で組まれてる財源というふうに認識しており
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ますので、今回上げる、上げるっていうか、現時点では上げれない内容だというふうに、

まずは御認識いただきたいと思います。ただ、おっしゃられるように、そういったクー

ポンについての取扱いについて、今、国のほうでも議論をされてるっていうふうに思っ

てますので、そういった結果をまずは受けた形の中で、今後の整理をしていきたいとい

うふうに思っておりますが、様々な捉え方があって、市町村の声があるというふうには、

もちろん私も認識しておりますが、できれば簡素化できればいいのかなというふうに思

っておりますが、まだ正式な形になってないいうことだけはお伝えをしておきたいと思

います。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） １０２ページの上段、健康増進事業でございます。健康

管理システムの改修業務委託料ですが、内容的には、検診結果等の様式の標準化とかい

うことと、検診情報連携システムの整備事業ということなんですけども、最初のほうの

検診結果の様式の云々という分ですけども、これについて健康診査等の実施機関から提

出される健康診査等の結果についてということで、そのデータを町のほうに受け取るよ

うな形の変更だと思いますが、既に健康診査等の実施機関では、定められた形式のデー

タというのが、もう既に受けれる状態になってるかどうかということをまず伺います。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 現在もできる範囲内ではございますが、国全体でシス

テムっていいますか、様式の統一化をしていく上で必要な改修になっております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） あともうちょっと２点だけですけども、まず、それでこ

の委託料となってますけども、いわゆるこれは両方ともシステムという表現をしてある

んですけども、ソフトウエアのほうの改修の委託料なのかということをちょっとお願い

します。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） おっしゃるとおりソフトウエアの改修でございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 最後にもう１点、検診の情報連携システムの整備でマイ

ナポータルでの閲覧や云々ということになってますけれども、このマイナポータル、こ

れの使用開始っていうのはいつを見込んであるものでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 基本的には、今年度中に改修を終えまして、この改修

の事業期間というのが今年度末になっております。基本的には来年度からスタートとい

うような形で現在は計画をされております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 事業説明書にないんですけども、社会福祉総務費の委託

－７７－



料が１００万ばかり減額をされております。この内容について説明をいただきたいと思

います。見守りシステム委託料だと思いますが。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） この減額につきましては、見守りシステムの精査によ

る減額でございます。当初は１台当たり ５００円ということで、予算計上させていた

だいておりましたが、額の確定、１台当たり ２００円、うち４９５円を個人負担にす

るということでの減額でございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 当初予算のときから、既に利用者負担を求めるというこ

とで予算組みをされとったと思いますが、これまで無料だったものが有料になったこと

によって、設置台数の変化があったのかどうなのか、そこの影響について説明をお願い

します。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） この状況につきましては、切替え作業を４月、５月で

やってまいりました。その中で住民さんのほうにも説明はさせていただいて、実際、今

度有料になるということでやめられた方っていうのは一、二件程度だったというふうに

認識しております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１０３ページ、農林課について質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） １０３ページの下段の森林保全総合対策事業について、

ちょっと質問したいんですが、当初予算では１８ヘクタール ０００万ということでし

たが、今回はそれに補助金の増ということで、２０ヘクタール ３６６万 ０００円と 

いうことで、大幅に補助が出ますが、この単価を調べてみますと、当初予算では１ヘク

タール当たり５５万 ０００円なんですよ。今回２０ヘクタール増ということですが、

単価がヘクタールで計算すると６８万 ０００円と約２割ぐらいアップしとるんですが、

この積算根拠とか、そういった分はどうなんでしょう。これは森林組合からこれだけ要

りますよと言ってくるのか、そういう基準はどのようになっておるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回の増額につきましては、森林組合のほうから新はが増

えたということで、事業のほう増やしております。国・県の事業を活用しまして皆伐し

た後に新はするというところの、その経費の中で、当初予算のほうと経費の内訳等が変

わってきておりまして、今回は２０ヘクのところで ３６６万 ０００円の増額という 

ふうになっております。当初予算のほうでは、議員、おっしゃられたとおり１８ヘクで

０００万という予算を要求しておりました。実際のところ、最終的に今のところ当初

１８ヘクタールで要求していたところも約１⒍９６と１７ヘクタールの面積のほうにな

りまして、事業費のほうも若干減って９００万台になっているというような状況になっ
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ております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） これから、２０ヘクタールということですが、残り期間

が３月年度内となりますと、もう４か月ぐらいですが、これは十分処理をできる、事業

ができる内容なんでしょうか。この期間として。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 期間につきましては、これからということで、今のところ

年度内完了ということで、事業のほうをしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） もう１点だけ教えてください。当初予算で、この財源で

Ｊ－クレジットの財源として５００万 ０００円ですが、今回補正が出るということで

３００万増額でトータル８２０万円のＪクレを使われますが、この根拠というんですが、

大体何割を補助するのか、一般財源その他とかいろいろあるんですが、３００万円増に

した根拠を教えていただきたいです。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 新はの事業につきましては、現年で取得したＪクレの販売

収入というものを使うようにしております。当初予算で５００万円の要求をしておりま

して、今回８２０万増額をしております。Ｊクレの販売のほうが今年度も好調で、現在

３００トンを上回る販売をしておりまして、目標は ５００トン年度内に、そこら辺 

まで達するんではないかというとこで、今回８２０万の財源を上乗せさせていただいて

おります。これでも最終的には金額足らないという場合には、県のほうと相談をしたん

ですけども、できれば森林環境譲与税のほうを活用して不足する部分につきましては、

新はする経費につきましては、町のほうが見て、そこから５年の育林の部分については

森林組合に持っていただくという事業を続けていきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１０４ページから１０９ページ、建設課について質疑を

許します。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 道路維持管理事業のほうですけど、町道維持工事が ０

００万工事請負費として載っとるわけですけど、この第６工区の工事の実施見込みが、

どういった工事がそういった増えた要因になったのか、ちょっとその点教えていただき

たいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 町道維持工事の６工区といいますのは、６件の工事という

ことで御理解いただければと思います。各地区に割り振って業者を決めてやっておりま

すので、その６地区分の工事というふうに御理解いただければと思います。通年既計上

額年度当初 ０００万円で、固定的な除草、草刈り等を必要な舗装の額額めとパトロー
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ル、それをもって発注しますが、工事について毎月、要望の修繕なり伐採なり、そうい

ったものが積み上がっていきまして、その進捗率が、昨年度で ６００万、その前が 

８００万と例年８みの作業量を行ってるというところで、今回通年分に相当する ００

０万円の上乗せをお願いしているところです。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） タブレットの１０７ページの耕地災害です。

補正が ７００万円で合計補正後が ７００万で、７月、８月の豪雨災害の補量設計 

の関係ですけども、大体これで全部の工事が設計委託されて工事にさばれる状態に入る

というふうな認識でよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 資料最下段に委託料の実施見込額として ２００万円、こ

れまで計上してますのは ５００万円ですので ７００万円の補正をお願いしたところ 

です。箇所数を詳細にここで表に表して被災の時期と査定の時期というところで、この

順で災害査定を受けております。実質９次査定というところで、来週一番大きな査定を

受けます。それと、もう一つこれ追加になりまして、クリスマスに査定を受けるという

ところが今予定されておりまして、年末までに査定は終わるというところになります。

ですので、それに必要な委託料というところで補正をお願いしとるところであります。

工事費のほうは今回補正はしておりませんが、この査定の結果を見て、また必要な事業

費の調整をかけたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１１０ページ、教育委員会について質疑を許します。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） １１０ページ上段、保育園管理運営事務でございますが、

新しい認定こども園など、も板の書需えということでございますが、福栄の以前ありま

した保育園、日南町立福栄保育園というも板と保育園あり最徐行という注意も板が２つ

残っております。ここら辺りは補正で対応されないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育課長。

○教育課長（段塚 直哉君） 今回の補正での対応は考えていませんでしたが、そのよう

な意見をいただきましたので検討してまいりたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） 令和３年度日南町一般会計補正予算（第６号）について、質疑

漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９０号の質疑を終わります。

次に、１１１ページから１１２ページ、議案第９１号、令和３年度日南町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９１号の質疑を終わります。
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次に、補正予算説明附属資料に該当のページはありませんが、議案第９２号、令和３

年度日南町介護保険特別会計補正予算（第３号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９２号の質疑を終わります。

次に、同じく説明附属資料に該当のページはありませんが、議案第９３号、令和３年

度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９３号の質疑を終わります。

次に、１１３ページ、議案第９４号、令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算

（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９４号の質疑を終わります。

次に、１１４ページ、議案第９５号、令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第３

号）の質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） １１４ページの有形固定資産購入費の中で、３番の心電

・呼吸・ＳｐＯ２送信機ということなんですけれども、これちょっとよく分からないん

で、少し分かりやすくどういう装置なのか教えてもらえませんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） いわゆる生命維持監視装置みたいな、簡単に言うとで

すね。いわゆる入院患者さんにおけます、入院中の身体状況を常に監視するために、い

わゆる体にそういった装置をつけて２４時間、あるいは必要な時間監視し、そのデータ

を遠隔に飛ばすというような装置でございます。書いてありますように心電系、それか

ら呼吸器、それからＳｐＯ２、いわゆる血中の酸素飽和度ですね。そういったのを一体

的に管理する、そういったデータを管理するというようなものでございます。以上でご

ざいます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） それで、受信機は従来どおりなものっていうので、受信

機はじゃあ、何かほかの装置で今まで使っていたものがあるっていうことなんでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 受信機の部分は従来使っているものもございますし、

いわゆる１対１のものと、それから、すみません、２番のセントラル契ニターと申しま

して、これは、そういったものを複数の患者さんに対応するもの、いわゆる複数のデー

タが１つの契ニターに映し出されるというものでございますので、そういったもののほ

うにも飛ばされますし、１対１のものも従来ございますので、そっちに受信機はござい
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ますので、今回は送信機、いわゆる書いておりますように専用の受信機の購入のお願い

でございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 病院事業会計のちょっとタブレットのページを収益的収

支のページに戻っていただきたいと、９１ページ、タブレット。

県の補助金で新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金ということで、

３６８万円が入ってくるような補正になっていますが、これについて、コロナの関係だ

とは思いますが、病床確保ということもありますし、ちょっと具体的に説明をしていた

だきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） このたびのコロナの感染症につきまして、日南病院も

いわゆる入院確保、そういった入院の患者さんが出た場合に病床を確保ということでし

ております。実際には、４床ないし８床というところで、その病床を運用するために、

日南病院の一般病棟にある５９床のうち１０床をコロナ感染病棟というふうに今回確保

しております。このたび、その１床当たり、その補償というような意味合いで、一日１

万 ０００円万ける１０万ける、いわゆる県のほうから指定された期日というところで、

当初は８月１９日から９月の３０日まで、これを指示受けております。これが７８４万、

それから１１月１日から１２月３１日分まで ５８４万円、そめて ３６８万円という 

ふうになっております。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） これが他会計の負担金のこの ２６９万円の、ある意味

財源にもなったという基金を崩さずに済むという理解でよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） そういった部分の大半を占めてるというふうに理解し

ていただいて結構かと思います。

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９５号の質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第９０号から議案第９５号の補正予

算関係６議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第９０号から議案第９５号

の本日の審議は、質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１５ 令和３年陳情第６号 から 日程第１６ 令和３年陳情第７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット陳情書ファイルをお開きください。

日程第１５、令和３年陳情第６号、辺野古新基地建設の中止と普天間基地の沖縄県外
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・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決すべきとす

る意見書の採択を求める陳情、日程第１６、令和３年陳情第７号、日野高等学校黒坂校

舎グラウンドの陸上競技場トラック整備について。

以上、陳情２件は、今期定例会までに受理した陳情につき、１ページの文書表のとお

り、日南町議会会議規則第９５条の規定により、所管の常任委員会に審査を付託しまし

たので報告します。

ついては、今期定例会の会期中に審査を終了され、１２月１４日、最終の本会議には

委員長報告がなされるようお取り計らい願います。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 本日の議事日程は全て終了しました。

本日は、これをもって会議を閉じ散会としたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

１２月１４日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただきますよ

うお願いします。

長時間お疲れさまでした。

午後４時１７分散会

－８３－


